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は
じ
め
に

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

使
関

係

は
、

今

世
紀

初

頭
よ

り

公

共

部

門

と
民

間

部

門

の
多

く

で
、

強

制
仲

裁

制

度

と

い
う

独

特

の
体
系

で
行

わ
れ

て
き
た

と

い
う
特

徴

が
あ

る

。

近
年

、

こ

の
中

央

集

権

的

な

こ
の
制
度

か
ら

離

れ
、

企
業

レ
ベ

ル

の
紛

争

解

決

を
重

視
す

る
個

別

交
渉

の
方

向

に
政
策

が
転

換

さ

れ

つ

つ
あ

る

が
、

現

状

で

は
調

停

仲
裁

制
度

の
枠

組

み
を
超

え

る

も

の
で
は

な

い
。

こ

の
強
制

仲
裁

制

度

の
存

在

に
よ
り

、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
企

業

の
賃

金

決

定

は
、

か
な

り
特

殊

な

形
態

と
な

っ
て

い
る
。

オ
ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の
賃

金

決

定

シ

ス
テ

ム

は
、

連

邦

や
州

の
裁

定

機

関

に

よ

る
賃

金

裁

定

(
ア

ワ

ー

ド

一
〉
≦
鋤
a

)

を

基

準

と

し

て

多

く

の
企
業

が
実

質

的

に
決
定

さ

れ

て

い
る
。

ま

た
、

労
働

時

間
、

休

日

・
休
暇

等

の
労
働

条

件

も
、

ア

ワ
ー

ド

を
基
準

と

し

て
決
定

さ

れ

る
場

合

が

多

い
。

以
上

の
よ

う

な
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労
使

関
係

と
賃

金

決
定

シ

ス
テ

ム
は
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
企
業

経

営

の
あ

り
方

に
大
き

な

影

響

を
与

え

て

い
る
。

労
使

関
係

と
賃

金

決
定

シ

ス
テ

ム
は
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
企
業

経

営
構

造

を
考

察
す

る
場

合
極

め

て
重
要

で
あ

る
。

本

稿

で
は
、

労

働
組

合

の
構

造

と
強

制

仲
裁

制

度
、

ア

ワ
ー

ド

を

中

心
と
し
た

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

使
関

係

に

つ
い
て

論
じ

る
。
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第

一
節

オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
労
働
組
合

の
構
造

D

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労
働

組
合

の
概

要

労
働

組

合

は
、

一
般

的

に
職

種

(職

能

)

別
組

合

(O
轟
陣

=
コ
ー

凶O
口
)
、
産

業

別

組
合

(一コ
鳥
口
ω
叶「
一餌
一
自
⇒
一〇
『F)
、

一
般

組

合

(αq
Φ
亭

9
巴

ロ
三
8

)
、

企

業

別

組
合

(O
O
「=
b
⇔
コ
《
=
『二
〇
口
)
、

に
分
類
す

る

こ
と

が
で

き

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
労
働

組

合

は
、

職

種

別

組
合

か
産
業

別
組

合

が

一
般

的

で
あ

る
。

職

種

別

(職

能

別
)

組
合

は
、

同

一
の
職

種

や
職

業

ご

と

に
結

成

さ

れ

た
組

合

形
態

で
あ

る
。
職

種

別

組
合

を

起
源

と
す

る

組
合

が
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

は
多

く
、

こ
れ

は
歴

史

的

に
イ
ギ

リ

ス

の

影

響

が
強

い
か
ら

で
あ

る
。

現
在

で
は
、

純

粋

な
型

で

の
職

種

別

組
合

は
少

な

く

な
り
、

通
常

の
組
合

は
、

い
く

つ
か

の
関

連

し

た

職

種
を

含

ん

で

い
る
形
態

が

一
般

的

で
あ

る
。

例

え
ば
、

印

刷
業

・
関
連

組

合

(勺
「
冒
ニ
コ
σq
m
路
血
区
一づ
創
「
①
山

Hづ
O
償
ω
需
圃Φ
ω
¢
該
o
『

℃
内
一C
)

は
、

以
前

は
植

字

工
、

タ

イ

プ

エ
、

印

刷

工
な
ど

の
職

種

に
よ

っ
て

個
別

に
組

合

が
組
織

さ
れ

た
職

種

別

組
合

に
別

れ

て

い
た
。

現

在

で

は
、

こ
れ
ら

の
職

種

別

組
合

が
合

併

し

て
、

か

つ

非

熟
練

工
を

も
含

ん

だ
、

職

業

別

あ

る

い
は
産

業

別

の
組
合

の
色

彩

を

持

つ
℃
丙
同C
と
な

っ
て

い
る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

に
存

在

す

る
純

粋

な

職

種

別

組

合

の

例

と

し

て

は
、
団
↓
C

(固

Φ
O
寓
8
巴

↓
鑓

匹
Φ
d
臨
o
⇒
)

が
あ

る
。

産

業

別

組
合

は
、

一
つ
の
産

業

に
従
事

す

る
全

従
業

員

を

熟
練

度

や
職

種

の
違

い
を
問

わ
ず

一
つ
の
組

合

に
組

織
す

る
組

合

形
態

で
あ

る
。

産

業

別
組
合

は
、

大
量

生
産

産
業

の
進

展

と
共

に
発
達

し

た

形
態

で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で
は
、

近

年
職

種

別
組
合

を

中

心
と
し

た

組
合

の
統

合

・
再

編

が
進

ん

で
き

て
お

り
、

産
業

別

組

合

の
色

彩

を
持

つ
組

合

形
態

が
増

加
し

て
き

て

い
る
。

一
般
組

合

は
、

各
種

の
職

業

や
産

業

に
分
散
す

る

従
業

員

を
単

一
の
組
合

の
中

に
広

く
包

含

す

る

も

の
で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

で
は
、

し

ば
し

ば

他

の
組

合

と

の
統

合

の
結

果

と
し

て
、

一
般

組

合

の
形
態

に
な

る
例

が

あ

る
。

こ

の

一
般
組

合

形
態

の
ケ

ー

ス

と
し

て
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
従
業

員

組
合

(2

」簿
鑓

=
餌
を

O
蒔

Φ
「

d
巳
o
コ
)
、

連

邦

雑
職

従

業

員

組
合

(閃
Φ
ユ
霞
簿

Φ
匹

]≦
冨
o
Φ
一ご
コ
Φ
・

O
=
ω
♂
<
O
「
評
霞

¢
三
〇
昌
)

が

あ

る
。

企
業

別
組

合

は
、

特

定

の
企
業

や
事

業

所

を

組

織
単

位

と
し

て

構

成

さ
れ

る
組

合

形
態

で
あ

る
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で
は
、

伝
統

的

に
典

型

的

な

タ
イ

プ

で

は
な

い
た

め
、

ま
だ

ま

れ

な

形
態

で
あ

る
。

た
だ

、

一
部

で
は
企

業

別

形
態

を
持

つ
組

合

が
存

在

し
、

コ

モ

ン
ウ

ェ
ル

ス
銀
行

従
業

員

組

合

(O
O
日
ヨ
O
口
乏
Φ
巴
9

しU
国
づ
げ

○
塗

o
Φ
屋
.
〉
ωω
o
α
m
ぼ
o
コ
)
、

A

B
C

放

送

ス
タ

ッ
フ
組
合

(〉
=
甲

茸
巴
賦
口
ゆ
戦
O
蝉
血
o
効
ω鉱
鵠
ぴq
O
O
琶

O
「
餌
口
O
コ
Qつ
け蝉
跨

¢
三
〇
部
)

等
・の

ケ

ー

ス
が
あ

る
。

ま
た

、

日
系

企

業

の
労
働

組
合

の

一
部

に
、

企

業

別
を

と
る
型

が
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
は
、

一
九
九

四
年

の
統
計

で
は
、

労
働
組

合

員

数

は
約

ニ

ニ

八
万

人
で
、

全

雇

用
者

総

数

に
占

め
る
組

合

員

の

1so



国 際経 営 フ ォー ラ ムNo.9

図 表1 労働 組 合 の メ ンバ ー シ ップ(1994年)

カ テ ゴ リー
カテゴリー別の雇用者数

(1000人)
組合員数(1000人) 組合の組織率(%)

オ ー ス トラ リア の 雇 用 者

(1)男 性

(2)女 性

(3)常 用 雇 用 者

(4)臨 時 雇 用 者

t5)公 共 部 門 の 雇 用 者

(6)8G間 部 門 の 雇 用 者

年 齢 別 グ ル ー プ

(1120～24才

{2)55～59才

職 巣 別 グル ・一プ

(1}経営 者 と 管理 職

(2}専門 職

(3)事務 職

(4覗 場 従 業 員 と運 転 手

産 巣 別

u}農 業 、 漁 業 、 林 巣

② 製 造 業

{3電 機 、 ガ ス、 水 道

(4)宿 泊 、 飲 食

(5)情 報

{6}公 共 管 理 、 防 衛

(7〕娯楽、個人業、その他サービス
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図表2労 働組合の組織 率の推移(1912～1994年)

年 度 全雇 用者数(1000人) 組合の組織率(%)
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比
率

(組
「織
率
)

は

三

五
%

で
あ

る
。

図
表

1

は
、

一
九

九

四
年

の
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労
働

組
合

の
メ

ン
バ
ー

シ

ッ
プ

に
関

す

る

統

計

で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

働

組
合

組

織
率

に
関
す

る

特

徴

の
第

一
は
、

組

合

員

の
う

ち

か
な

り

の
部

分

が
公
企
業

の
雇

用

者

が
占

め

て

い
る

と

い
う
事

実

で
あ

る
。

九

四
年

で
は
、

公

企

業

の
雇
用

者

の
組

…織
率

が
六

二

・
三
%

で
あ

る

の
に
対

し

て
、

民

間

企

業

の
雇

用
者

の
組

織
率

は

二
六

・
○
%

と
か

な
り

の
格

差

が

存

在

す

る
。

少

数

の
経

営

幹

部
を

除

い
て
す

べ
て

の
雇

用
者

が
組

合
員

で
あ

る

と

い
う

公
企
業

も
多

い
。

第

二
の
特

徴

は
、

産

業

別

組

織
率

に
か

な
り

の
格

差

が
存

在

す

る
事

で
あ

る
。
農

業

.
林

業

・
漁
業

と

い

っ
た
第

一
次
産
業

、

宿

泊
、

観

光
、

サ

ー

ビ

ス
関

連

の
第
・三

次
産
業

で
は
、

組
織

率

が
低

い
傾

向

に
あ

る
。

第
・一二
の
特

徴
は
、

年

齢

別

に
組

織

率

の
差
異

が
あ

る
事

で
あ

る
。

二
〇

-
二

四
歳

代

の
若

い
世
代

は

、

五

五

-
五

九
歳

台

の
高

齢

の
世
代

に
比

較
し

て
、

組

織
率

が
低

い
。

第

四
は
、

正

社
員

と
パ

ー
ト

タ
イ

ム

社

員

と

の
組

織
率

に

格

差

あ

り
、

バ

ー

ト

社

員

の

組

織

率

は

低

い
。

第
五

は
、
男

性

従
業

員

の
方

が

女

性

従
業
・員
よ

り

組
織

率

が

高

い
傾

向

に
あ

る
。

図
表

2
は
、

一
九

一
二
年

か
ら

一
九

九

四
年

ま

で

の
労
働

組

合

組

織
率

の
推
移

を

表

わ

し

て

い
る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
組

合

組

織

率

は
、

一
九

一
二
年

の

二
七

・
九
%

か

ら

一
九

五
六
年

の
山
二

%

と
上
昇

傾

向

に
あ

っ
た

が
、

六

〇
年

代

以
降

現

代
ま

で
低

下
傾

向

に
あ

る
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
は
、

伝

統

的

に
労

働
組

合

組
織
率

の
高

い
国

の

一
つ
で
あ

っ
た

が
、

九

四
年

に
は
組

織
率

が

三
五
%

と
近
年

低

下

傾

向

が
著

し

い
。

こ

の
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
組
織

率

の
低

下
傾

向

は
、

ア

メ

リ

ヵ

や

イ

ギ

リ

ス

に

比

較

し

て
も

急

激

な

も

の

で
あ

る
。

組

織

率

が
低

下
し

て

い
る

原
因

と
し

て
、

ホ

ワ
イ

ト

カ
ラ

ー

職

種

の
増

加
、

女
性

や
パ
ー

ト

タ

イ

ム
従
業

員

の
増

加

等

が
考

え

ら

れ

る
。

図
表

3

は
、

職

種

別

の
組

織

率

を
表

わ

し

て

い
る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

は
、

マ
ネ

ー

ジ

ャ
ー

や
管

理
者

と

い

っ
た

中

間
管

理
職

の
組
合

加

入
率

は

低

い
。

セ
ー

ル

ス

マ
ン
や

販
売
員

と

い

っ
た

職

種

の
従
業

員

も

組

織
率

が
低

い
傾

向
に
あ

る
。

図

表

4

は
、

一
九

八
六
年

か
ら

九

二
年

ま

で
の
労
働

組

合

の
数

を
、
連

邦

ベ
ー

ス

の
組

合

と
州

ベ
ー

ス

の
組
合

か
ら
見

た

も

の
で

あ

る
。

近

年
、

労
働

組
合

の
統
合

・
合
併

が
行

わ
れ
組

合

の
数

は

減

少

し

て
き

て

い
る
。

八
六
年

で

は
、

三

二
六

の
労
働

組

合

が
存

在

し

た

が
、

九

二
年

で

は

ニ

ニ
七

と
、

か

な
り

減

っ
て

い
る
。

図

表

5

は
、

八
六
年

六
月
時

点

と
九

二
年

六
月
時

点

で

の
労
働

組
合

の
規
模

と
数

を

比
較

し

た
も

の

で
あ

る
。

八
六
年

の
統

計

を
見

る

と
、

組
合

員

数

が

五
〇

〇

〇

人

以
上

の
組
合

の
割
合

は
、

四

・
八

%

で
あ

る

の
に
対
し

て
、

九

二
年

で
は
そ

の
割

合

が

八

・
八
%

と

増

加
し

て

い
る
。

ま

た
、

八
六
年

の
統

計

を
見

る

と
、

組

合
員

数

が

五
〇

〇

人

以
下

の
組

合

の
割

合

は

三

四

・
四
%

で
あ

り
、

九

二

年

で

は

二
六

・
五
%

と
減

少

し

て

い
る
。

こ

の
よ

う

に
、

オ

ー

ス

1s2
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図 表3 職 業別 の組合組織率(ABSサ ーベ イ)

職 業 全雇用者(%) 男 性 女 性

経営者、管…里職

専門職

準専門職

小 売

専門職

販売、対面サービス職

現場従業員と運転手

研究職

すべての職業の合計

8

4

4

6

2

7

5

4

0

1

4

5

4

3

2

6

4

4

旧

認

鯨

娼

昭

a

68

46

昭

O

1

2

2

6

1

7

9

5

ウ
乙

【
」

5

2

2

3

4

3

3

(出 所:FoxC.B.(ユ995),P,175)

図 衰4 労働 組 合 の 数(i～1992年)

年 度 連邦 べ一スの組 合数 州ベ ースの組 合数 (合 計)

6891

789ー

8891

989ー

0991

199ー

2991

931

63ー

131

ー31

721

911

39

78i

081

771

861

861

651

431

623

613

803

992

592

572

722

(出 所:FoxC.B.(1995>,P,193)
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図表5規 模 別 にみ た 労働 組合 数(1986年 と1992年)

1986年6月 1992年6月

組合の規模(組 合員数)
組合数 割合(%) 組合数 割合(%)

100人 以 下

100人 か ら250人

250人 か ら500人

500人 か ら111人

1000人 か ら2000人

2000人 か ら3000人

3000人 か ら5000人

5000人 か ら10000人

10000人 か ら20000人

20000人 か ら30000人

30000人 か ら40000人

40000人 か ら50000人

50000人 か ら80000人

80000人 以 上

100000人 以 上

合 計

〔U

∩
U

【ζ

?
》

二
」

4

4

ハ」

」4

・4

39

∩j

q
」

2

7

∩
U

8

8

り
乙

I

l

l

32fi

i2.3

12.3

9,8

13.2

13.8

11.9

7.0

5.8

3.7

2.i

3.i

2.4

2,4

ii1

32

26

旧

28

21

14

16

19

15

7

6

5

5

7

8

272

1

5

9

3

3

2

0

4

6

1

6

2

2

1

5

0

へ

L

乳

に

乳

a

乳

a

昼

翫

之

Z

a

a

a

⑳

(出 所:FoxC.B.(1995),P.181)

図表6主 要諸国の組合組織率(ABSサ ーベ イ)

ス ウ ェ ー デ ン

デ ン マ ー ク

ノ ル ウ ェー

ベ ル ギ ー

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド

オ ー ス ト リ ア

オ ー ス トラ リ ア

イ ギ リ ス

イ タ リ ー

カ ナ ダ

ドイ ツ

日 本

ア メ リ カ

ス ペ イ ン

フ ラ ン ス

0 zoao

I988年 の組 合組織率

60 80 iao

('料 所lAlexanderR.(1996),P.65)

is4
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ト

ラ
リ

ア

で
は
組

合

規

模

の
大
規
模

化

と
集

中

化

が
進

ん

で
き

て

い
る
が
、

他

の
先

進

諸

国

と
比
較
す

る

と
ま

だ

小
規

模

の
組

合

が

多

い
。

図

表

6
は
、

主
要

な

先
進

諸
国

の
組
合

組

織

率

を
見

た

も

の

で

あ

る
。

組
織

率

の
点

に
関

し

て
は
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

は
、

ス
ウ

ェ
ー

デ

ン
、

デ

ン

マ
ー

ク
等

の
北
欧

諸
国

や

ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ

ン
ド

よ

り

低

い
が
、

日
本

、

ア

メ
リ

カ
、

イ
ギ

リ

ス
等

の
諸

国

に
比
較

す

る

と
高

い
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
組
合

は
、

職

種

別

や
産

業

別

が

多
く

、

組

織
率

が
高

い
と

い
う

こ

と
は
、

一
つ
の
企
業

に

二

つ
以
上

の
組

合

が
存

在

し

て

い
る

可

能

性

が
高

い
こ

と
に

な

る
。
事

実
、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の
多

く

の
大
企

業

は
、

通
常

、

二

つ
以
上

の
組

合

が

あ

る
ケ

ー

ス
が
多

い
。

図
表

7

-
1

は
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
経

営

協

議

会

(じQ
¢
ω
ぎ
Φ
霧

O
o
§

∩
臨

o
{
〉
拐

什鑓

一一費

B

G
A

)

に
加
盟

し

て

い
る

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
企
業

三

三

六

社
に

お
け

る
、

企

業

ご

と

の
組

合

の
数
を

示

し

て

い
る
。

約

八
〇
%

の
企

業

が
、

二

つ

以

上

の
組

合

を

持

っ
て

い
る

と

い
う

結

果

と

な

っ
て

い
る
。

ま

た
、

約

三
分

の

一
の
企
業

が

六

つ
以
上

の
組
合

が
存

在

し

て

い
る

と
し

て

い
る
。

図

表

7

-
2
は
、

こ
の
調
査

を
企

業

の
規
模

、

従

業

員

数

に
よ
り

組
合

数

の
平

均

を
見

た

も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

る

と
、

二
〇

〇
〇

人

以
上

の
大
企

業

で

は
、

組

合

の
数

の
平

均

が

一
〇

・
九

と
な

っ
た
。

こ

の
よ
う

に
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

は
、

一
つ
の
企

業

に
多

数

オース トラ リア経営協議会 に加盟 してい る企業(32社)に おける企業ご との組合数図 表7-1

%会社数組含数

卵
貿
卸

コ
コ
忍
β

17

51

44

34

36

37

98

19

ぬ

。

2

3

4

5

㌃

100.0336

この調査を企業規模別にみた組合数の平均図 表7-2

組合数(平 均〉

1.5

2,2

3.4

4.9

6,2

7.9

1

企業の規模(従 業員数)

50人 以 下

50～99人

100～199人

200～499人

500～999人

1000～1999人

2000人 以 上

出 所:DerryS.J.(1991),P.435)
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の
組

合

が
存

在

す

る
ケ

ー

ス
が
多

い

の
で
、

企

業

内

で
、

各
組

合

は
排

他
的

な
職

務

上

の
管

轄

範

囲

を
持

つ
こ
と

に
な

る
。

こ

の
こ

と
は
、

企
業

内

で
組

合

間

の
職

務

境
界

を

め
ぐ

る
ト

ラ
ブ

ル
が

生

じ

や
す

く

な

る
。
す

な

わ

ち
、
縄

張
り

(U
Φ
B
母

o
讐
δ
コ
O
δ
℃
三
Φ
)

の
問

題

で
あ

る
。

②

労
働
組
合
の
縄
張
り
紛
争

縄

張

り

紛
争

と
は
、

あ

る

種

の
職

業

に
属
す

人

々
が
、

自

分

た

ち

の
み
が

あ

る
特

定

の

仕
事

を
遂

行
し

得

る
権

利

を

も

つ
べ
き

で

あ

る

と
考

え
、

他

に
同
様

の
主
張

を

な
し
得

る

で
あ

ろ

う

人

々
を

排

除

し
た

い
と
す

る
要

求

に
基

づ

い
た
対

立

で
あ

る
。

縄
張

り

紛
争

は
、

以

下

の
よ

う

に

二

つ
の
類
型

に

分
類
す

る

こ

と

が
出
来

る
。

第

一
は
、

水

平

的
縄

張

り
紛

争

(一蝉
辞Φ
「
餌
一

α
鋤
ヨ
m
困
O
国
梓一〇
]P
)

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

一
つ
の

仕
事

を

め
ぐ

っ
て
組
合

間

な

い
し
職

種
間

で
生

じ

る
紛
争

で
あ

る
。

例

え
ば
、

同
じ

組

合

の
メ

ン
バ

ー

同

士

の
間

、

異

な
る

組
合

の
熟
練

労
働

者

の
間

、

異

な

る
組

合

の

熟

練

労
働

者

と
非
熟

練

労
働

者

の
間

、

異

な

る
組

合

間

の
非

熟

練

労

働
者

の
間

、
等

で
起

き

る
紛
争

で
あ

る
。

さ

ら

に
、

非
組

合

員

の

下
請

労
働

者

や
他

の
労
働

者

を

利

用
し

て
、

労
働

組

合

員

の
仕

事

を

さ

せ

る
場

合

に
も

縄
張

り

紛
争

が

生
じ

る
。

ま

た

、

あ

る

仕

事

が
組
合

員

の
知
ら

な

い
う

ち

に
な

さ

れ

て

い
た

と

い
う

仕
事

の

侵
害

も

問
題

と
な

る
。

こ
れ

ら

は
組

合

と
職

種

を

め

ぐ

る
水

平

の

紛

争

で
あ

り
、

縄

張
り

紛

争

と
し

て

は
も

っ
と
も

一
般

的

な
も

の

で
あ

る

。

特

に
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

は
、

労
働

者

は
自

己

の
限

定

さ
れ

た

職
種

の
み

の

仕
事

を
し
、

他

の
仕
事

は

し
た

が
ら

な

い

傾

向

が
強

い
た

め
、

こ

の
縄

張

り

紛
争

が

生
じ

や
す

い
。

第

二
は
、

垂
直

的

縄

張

り
紛

争

(<
Φ
既
O
巴

α
Φ
ヨ
巴
8

菖
0
5
)

で

あ

る
。

こ
れ

は
、

一
つ
の

仕
事

を

め
ぐ

る
組

織

の
階
層

間

で

生

ず

る
紛

争

で
あ

る
。

例

え
ば
、

本

来

は

一
般

の
熟

練

労
働

者

が

や

る

べ
き

仕
事

を

監
督

者

や
見
習

工
が

や

っ
て

し
ま

う

こ
と

に
よ

っ

て
生

じ

る
紛

争

で
あ

る
。

こ

の
縄

張

り

紛
争

に
関

連

し

て
、

オ
!

ス
ト

ラ
リ

ア
で
は

仕
事

の
割

り

当

て

と
組

合

の
管

轄

権

に
関

す

る

紛
争

が
あ

る
。

仕
事

の
割
り

当

て

(を
o
蒔

巴
ざ
o
鋤
鉱
o
⇒

嘆

o
σ
一①
ヨ
)

を

め
ぐ

る
紛

争

は
、

個

々

の
労
働

者

が
遂

行
す

る

仕
事

の
割

り

当

て

・
配

分

に
関

連

し

て
生
じ

る

紛
争

で
あ

る
。

あ

る
労

働
者

が
、

仕
事

中

に
時
.間

の
余

裕

が
あ

る

か
ら

と

い
っ
て
、

上
司

か
ら

他

の

仕
事

を

す

る

よ

う

に
命

じ

ら

れ

て
も

引
き

受

け

る

と

は

限

ら

な

い
。

ま

た
、

熟
練

労

働

者

が

不
熟

練

労
働

を

し

た
り

、

不
熟

練

労
働

者

が

他

の
不

熟
練

労
働

を

や
り

た

が
ら

な

い
か
も

し

れ

な

い
。

他

の
部

門

や

職

種

に
配

置

転

換

す

る

こ

と

に
も

抵

抗

す

る

か

も

し

れ

な

い
。

こ
れ

ら

は
、

労
働

者

が
自

分

の
仕
事

に

つ
い
て
明

確

な
職

務

領

域
を

も

っ
て

い
る
場

合

、

す

な

わ

ち
職

務

が

個

々
の
労
働

者

に

明
確

に
限
定

さ

れ

て

い
る

場
合

に
、

生
じ

る

紛
争

で
あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

労
働

者

の
な

か

に
は
賃

金

を
余

分

に
支

払

っ
て
も

ら

え
る

lss
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な
ら

ば
、

か
な

り
柔

軟

に
他

の
仕
事

を

行
う

労

働
者

も

存

在
す

る

が
、

こ
れ

は
通
常

の
場

合
、

生
産

性

交
渉

(O
『
o
鋤
ロ
〇
ぼ
く
障
網
げ
母

・

αq
鋤
コ
貯
ゆq
)

を

必
要

と
す

る

も

の
と

い
え

る
。

組

合

の
管

轄

権

(言
甑
ω
亀
〇
二
8

)

を

め

ぐ

る

紛

争

は
、

個

々

の
労

働
者

の
遂

行

す

る

仕
事

を
、

ど

の
組

合

が
管

轄
す

る

か

に
関

し

て

生
じ

る
紛

争

で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
組
合

は
、

一
般

的

に
職

種

・
職

能

別

に
な

っ
て

い
る
た

め

に
、

縄

張
り

紛

争

と
管

轄

権
争

い
は

当
然

の

こ
と
な

が
ら

絡

み
合

っ
て

い
る
。

管

轄

権
争

い
は
、

あ

る
職

種

の
労
働
者

を
ど

の
組

合

に
所

属

さ

せ
る

か
関

す

る
問
題

で
あ

る
。

例

え
ば
、

他

の
組

合

か
ら

の
組

合
員

を

引

き
抜

き
、

末

加

入
労
働

者

に
対
す

る
多

数

の
組

合

の
獲

得

競
争

と

い

っ

た
、

組

合

員
獲

得

に
関
す

る
点

で
紛

争

が
生

じ

る

こ

と
が
あ

る
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

で
は
、

職

種

が
明

確

に
さ

れ
た

採

用

で
、

か

つ

実
際

の
仕
事

も

限

定

さ

れ
た

職

種

の
労

働

が

一
般

的

な

た

め
、

労

働

者

の
職
種

が
そ

の
ま

ま

あ

る
特

定

の
労
働

組

合

に
加

入
す

る

こ

と

に
な

る
場

合

が

多

い
た

め
、

こ

の
管

轄
権

を

め
ぐ

る
紛

争

が

生

じ

る

の
で
あ

る
。

た
だ
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

で
は
、

労
使

関
係

委

員
会

等

に
登

録

さ

れ

て

い
る

労
働

組
合

は
、

基
本

的

に
構

成

員

の

職

種

構

成

に
関

し

て
統
制

を
受

け

て

い
る

の
で
、

職

種

の
管

轄

権

を

め

ぐ

っ
て
生
じ

る

紛
争

も

お

の
ず

と
限
定

さ

れ
た

も

の

と
な

る

の
も
事

実

で
あ

る
。

㈹

職
場
レ
ベ
ル
の
労
働
組
合

欧

米

諸

国

で

は
、

企
業

・
工
場

内

に
お

い
て
職

場

を
拠

点

に
、

労
働

者

に
よ

っ
て
選

出

さ

れ
た

代

表
者

と
し

て
職
場

委

員

(ω
ゴ
o
O

馨
Φ
零
p。
「
α
)

や
職

場

委

員

会

(ω
び
8

0
0
ヨ
臨

洋
Φ
Φ
ω
)
、

工
場
委

員

会

(≦
o
葺

ω
.
0
2

⇒
o
一一)

が
存

在

す

る

形

が
多

い
。

イ

ギ

リ

ス

で
は
、

組

合

と
は

独

立

に
、

工
場

の
労
働

者

が
自
主

的

に
職

場

委

員

を

選

出

し
、

工
場

・
職

場

レ

ベ

ル

で

の

団

体

交

渉

や

苦

情

処

理
、

争

議

指
導

に
当
た

る
場

合

が
多

い
。

た
だ
、

職

場
委

員

が
、

組
合

の
下
部
機

関

と
し

て
位
置

づ
け

ら

れ

る
ケ
ー

ス
も

あ

る
。

イ

ギ

リ

ス

で
は
、

企

業

別

組
合

で
は

な

く
、

地
域

や
全

国

レ

ベ
ル

で

の
職

種

別

組
合

や
産

業

別
組

合

が

一
般

的

で
あ

る
た

め
、

企

業

や

工
場

レ

ベ
ル

の
問

題

に
関

す

る

統

一
的

交

渉

の
組

織

が

必
要

と
さ

れ
、

こ

の
職

場

委

員

や
職

場

委

員

会

が
、

労
働

組

合

と
は
独

立

の

機
能

を

果
た
す

よ

う

に
な

っ
た
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
に
お

い
て
も
、

イ

ギ

リ

ス
と
同
様

に
職

場

委

員

や
職

場

委

員

会

が
存

在
す

る
。

し

か
し
、

イ

ギ

リ

ス
と
比
較

す

る

と
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
職

場

委

員

の
活

動

に

は
限

界

が

あ

る

と
す

る

研
究

が
多

い
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

に
お

け

る
職

場
委

員

の
役
割

と
し

て
重

要

な

点

と
し

て
、

以

下

の

二

つ
が
あ

る
。

第

一
は
、

企

業

レ

ベ
ル

で

の
賃

金

交

渉

を
伴

う

オ

ー

バ
ー

・
ア

67ー

ワ

ー

ド

賃

金

(o
<
臼

簿
≦
餌
a

℃
塁

ヨ
Φ
艮

ω
)

や

ボ

ー

ナ

ス

に

関
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す

る

交
渉

で
あ

る
。

た

だ
、

職

場

委

員

や
職

場
委

員
会

の
オ

ー

バ

ー

・
ア
ワ
ー

ド
賃

金

に
関

す

る
交

渉

の
役
割

は
、

企

業

に
よ

り

相

違

し

て

い
る
よ

う

で

あ

る
。

こ

の
交

渉

が
専

任

の
労

働
組

合

役

員

の
介

入

の
も

と

に
行

わ

れ

る
ケ

1

ス

と
、

職

場

委

員

に
よ

っ
て
独

自

に

行
わ

れ

る
ケ

ー

ス
が
存

在
す

る
。

例

え

ば
、

金

属
業

界

の
ケ

ー

ス
で

は
、

職

場

委

員

会

が
職
場

で

の
要

求

を
整

理
し
、

経
営

者

と
交
渉

す

る

任

務
を

与

え
ら

れ

て
お
り

、

そ

れ

ら

の
結

果

に
対

し

同
意

し

た

と

い
う

形
式

的

な

サ
イ

ン
を
す

る

仕
事

だ

け

が
組

合

役

員

に
課

せ
ら

れ

て

い
る
。

他

の
ケ

ー

ス
で

は
、
職

場

委

員

が

不
慣

れ

で
あ

る

と

か
、

経
営

者

が
複

数

の

工
場

を

一
括

し
た

形

の
協
定

を
得

た

が

っ
て

い
る

と
か
、

あ

る

い
は
職

場

交

渉

が
組

合

戦

術

の

一
つ
と
し

て
組

み

入
れ

ら

れ

て

い
る

と

か

い
う

理
由

で
、

組

合

役

員

の
ほ
う

が
よ
り

大
き

な

役
割

を
演

じ

て

い
た
よ

う

で
あ

る
。

ま

た
、

企

業

や

エ
場

レ

ベ

ル
で

の
ボ

ー
ナ

ス
交
渉

を
、

従
業

員

の
代

表

と
し

て

の
職

場

委

員

が
交
渉

す

る
ケ

ー

ス

が
あ

る
。

第

二
は
、

職
場

固
有

の
各

種
問

題

に
関

す

る
交
渉

で
あ

る
。

例

え

ば
、

労
働

条

件
、

職

場

の
安
全

衛

生
、

人
員

配
置

、

生
産

、

新

し

い
仕
事

方

法
、

新

し

い
…機
械

の
導

人
、

経
営

の
イ

ノ

ベ
ー

シ

ョ

ン
政
策

、

雇

用
調

整
、

雇

用

政
策

等

の
問

題

に
関

し

て
、

職

場

委

員

が
交

渉
す

る
ケ

ー

ス
が
あ

る
。

図
表

8

-
1

は
、

職
場

委

員

と
経
営

側

と

の
協

議

回
数

を
企

業

の
組

合

数
別

に
見

た

も

の
で
あ

り
、

図

表

8

-
2

は
、

そ

の
協

議

内
容

を
見

た

も

の
で
あ

る
。

職

場

委

員

と
経

営

側

と
の
協
議

は
、

平

均

で
見

る

と
、

月

一
回

以
上

で
定

期
的

に
協
議

し

て

い
る

と

い

う

割
合

が
高

い
。

協

議

内

容

に

つ

い
て
は
、

幅

広

い
が
、

特

に
安

全

衛

生
、

賃

金

や
雇

用

条

件
、

仕
事

の
や
り

方

や
方

法

、

人
員

配

置

、

等

の
問

題

が
協

議

さ

れ

る
場

合

が
多

い
こ

と

を

示

し

て

い

る
。∪

Φ
Φ
q

卿

勺
霞

〔
Φ
=
は
、

大
企
業

を
サ

ン
プ

ル

と
し

た

一
九

八

八
年

に
行

わ

れ

た

二
層
賃

金

シ

ス
テ

ム

(樽自
o
は
魯

ω
望
珍
Φ
3

0
{

毛
食。
αq
Φ
)

に
関

し

て

の
交

渉

レ

ベ

ル

に

つ

い
て

調

査

し

て

い
る
。

図
表

9

は
、

こ

の
交

渉

の

レ

ベ
ル

が
、

産

業
、

企

業
、

部
門

、

現

場

か

に
よ

っ
て
分

類
し

た

結

果

で
あ

る
。

一
六
%

が
産

業

レ
ベ

ル

に
よ

る
交

渉

で
、

そ

れ

以
外

の
企

業

・
部
門

・
現
場

レ

ベ
ル
で

の

交

渉

は

八
四
%

で
あ

る

と
し

て

い
る
。

こ

の
研
究

で

は
、
職

場

委

員

と
組
合

役
員

が
合

同
チ

ー

ム
を
組

織

し
、

経

営
者

側

と
交
渉

す

る
事

例

が
約

六

〇
%

を

占

め
、

従
業

員

の
代
表

と
し

て

の
職

場

委

員

が
直

接

経

営
側

と
交

渉
す

る
ケ

ー

ス
は

約

二
六
%

で
あ

っ
た

と

へ

む

し

て

㌧

る

第

二
節

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
労
働
組
合
評
議
会

(>
O
↓
⊂
)

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
労
働

組
合

の
連
合

体
、
中

枢

セ

ン
タ
ー

が

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
労
働

組

合

評
議

会

(↓
プ
Φ
〉
¢
ω
需
巴
冨
ロ
O
O
億
口
-

o
=

o
{
↓
轟

匹
Φ
d
三
〇
『

A

C

T

U
)

で
あ

る
。

一
九

八
九
年

の

時

点

で
、

A

C

T
U

に
加
盟

し

て

い
る
労

働
組

合

数

は

一
五
三
組

168
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図 表8-1 職場委員と経営側との協議回数

月1回 以上企業内の組合数

定期的に協議

月1回 以上

不定期に協議
月1回 以下 の協 議 協議な し

l

z

3

4

5

6--10

日 十1

io.3

aa,a

35.3

37,

37,$

48,5

47.4

33,3

27.5

35.3

34,3

40.5

29,9

42,1

33.3

22.5

26.5

z5.7

16,2

19.6

10.5

23,i

io,0

2.9

2.9

5.4

2.i

o.a

合 計 38.2 33,2 22,3 6.3

図表8-2職 場委 員 と経 営側 との協議 内容

企業の規模(従 業員数) 企業の割合(%)

安全衛生

賃 金 と雇用条件

仕 事のや り方 と方 法

人 の配置

企業業績(利 益)

生産性 と効率性

企 業戦略 と事業戦略

苦 情

技術 の変化

訓練 と解雇の問題

アワー ドの解釈 リス トラクテ ィングと不履行

オーバー タイム

請 負業者の使 用

時間、 フ レックス タイム とRDOs

8

5

9

5

5

3

8

5

9

5

6

3

4

5

軋

範

箆

⑳

臥

に

比

臥

甑

軌

亀

乳

⑤

翫

(出 所:DerryS.J.(1991),P .438)

ass
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2層 賃 金 シ ス テ ム に関 して の 交 渉 レベ ル(121社)図表9

割合(%)
交渉の レベル

16

36

20

28

業

業

門

産

企

部

現 場

(出 所FoxC.B.(1995)P.441)

合

、

組
合

員

総

数

は
約

二
七
〇

万

人
で
あ

る
。

A

C

T
U

加
盟

の

労
働

組
合

に
属
す

る

組
合

員

は
、

全

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
組

合

員

の

約

九

〇
%

で
あ

る
。

A

C

T
U

の
組

織
率

は
、

一
九

六
〇
年

代

後

半

に
急
速

に
拡

大
し

た
。

A
C

T

U

は
、

依

然

と
し

て
オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
経
済

や

政
治

の
面

で

大
き

な
影

響

力

を
有

し

て

い
る
。

前
首

相

ロ
バ
ー

ト

・
ホ

ー

ク
は
、

A

C

T

U

の
議

長

と

い
う

経

歴

で
あ

っ
た

し
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の

二
大
政
党

の

一
つ
で
あ

る

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
働

党

は

A
C

T

U

の
影

響

力

が
強

い
。

A

C

T

U

は
、

一
九

二
七
年

に
結
成

さ

れ
た
。

A
C

T

U

の
歴

史

は
、

ま

さ

に
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

働
組

合

の
歴

史

と

い

っ
て

も

い
い
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
に
労
働

運

動

が

根
づ

い
た

の
は
、

一

八
五
〇
年

代

で
あ

る
。

五
〇
年

代

に
熟

練

労

働
者

を
中

心
と
し

た

労
働

組
合

が
徐

々

に
生
ま

れ
て
き

た
。

一
八
〇

〇
年

代
末

ま

で

に

お

よ

そ

二
〇

〇

の
組
合

が
設

立

さ
れ
、

組

合

員

は
オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
就

業

人

ロ
の

九
%

に
あ
た

る

一
〇

万
人

に
達

し

た
。

組

合

の

多

く

は
、

規

模

が
極

め

て
小

さ
く
、

か

つ
活
動

は
同

一
州
内

に
限

定

さ
れ

て

い
た
。

各

労
働

組
合

間

の
横

の
連
合

を
、

あ

る
特

定

の

産
業

分
野

に
限

っ
て

進

め
よ

う

と
す

る

試

み

が
盛

ん

に
行

わ

れ
た

が
、

必
ず

し

も
進

ま

な

か

っ
た
。

全

国

規
模

で

の
労

働
組
合

連

合

体
は
、

一
九

二
七
年

の
A
C

T

U

の
結

成

を
待

た

な
け

れ
ば

な

ら

な

か

っ
た
。

一
九

六

二
年
、

A

C

T
U

は
、

ホ

ワ
イ
ト

カ

ラ
ー

の

有

力
な

労
働

組
合

で
あ

る
A

C

S
P
A

(オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
俸

給

専

門

労
働

者
・連
合

協
議

会
)

と
C
A

G

E
O

(
オ
ー

ス
ト

ラ

リ

ア

170
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公

務

員

労
働

組
合
)

と
連

携

関
係

を
結

び
、

さ
ら

に
規

模

が
拡

大

し

た
。

A

C

T
U

は

二
年

に

一
回
全

国

大
会

が

開
催

さ
れ
、

所

属

組
合

か

ら

の
代

表

の
数

は

そ

の
組

合

員

数

に
も

と

つ

い

て
決

定

さ

れ

る
。
A

C

T
U

の
実

際

の
決
定

機

関

は
、
運
営

評

議

員

会

で
あ

る
。

運

営
評
議

員
会

は
、

全

国

大
会

で
選

出

さ
れ

た
議

長

お

よ

び
書

記

長

、

二
人
の
副
議

長

、

各

州

支
部

の
代

表
、

そ

れ

に
各
産

業

の
組

合

を

代
表

す

る

メ

ン

バ
ー

に

よ

っ
て
構

成

さ

れ

て

い
る
。

A

C
T

U
州

支

部

は
、

全

国

レ
ベ

ル

の
A

C

T

U
よ

り

歴
史

的

に

古
く

、

ニ

ュ
i

・
サ

ウ

ス

・
ウ

ェ
ー

ル
ズ

お

よ
び

ビ

ク
ト

リ

ア

州

の
支

部

は
約

一
〇

〇
年

の
歴
史

を
持

っ
て

い
る
。

州

支
部

は
、

全

国

本

部

か
ら

か
な

り

の
程
度

独

立
し

た
活

動

を
行

っ
て

い
る
。

A

C

T
U

の
実

際

の
運

営

に
あ

た

っ
て
は
、

多

く

の
場

合
、

組

合

員

に
よ

っ
て
選

出

さ

れ

た
専

従
職

員

を
有

し

て

い
る
州

支

部

が
重

要

で
あ

る
。

州

支
部

あ

る

い
は
地
方

支

部

の
専

従
職

員

は
賃
∵金
交

渉

に
あ
た

り
、

調

停

の
際

の
代

表
者

と
な

る
だ

け

で
は

な
く
、

所

属
組

合

員

の
働

い
て

い
る

工
場

で

日

々
生
じ

る
種

々

の
不
満

の
処

置

に
も

あ

た

っ
て

い
る
。

第
三
節

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
労
使
紛
争
処
理

ー
強
制

仲
裁
制
度

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
仲

裁

制

度

は
、

古

い
歴

史

を

持

っ
て

い

る
。

労
働

争
議

に
関

す

る
仲

裁

制

度

は
、

一
九
〇

〇
年

に

西
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
、

一
九
〇

一
年

に

ニ

ュ
ー

・
サ
ウ

ス

・
ウ

ェ
ー

ル
ズ

で
最

初

に
導

入

さ
れ

た
。

つ
づ

い
て
、
連

邦

政
府

が

一
九

〇

四
年

に
仲

裁

制
度

の
導

入

に
踏

み
切
り

、

さ

ら

に
、

ク
イ

ー

ン
ズ

ラ

ン

ド

州

お

よ
び

南

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
は

一
九

一
二
年

に
導

入
し
た

。

仲
裁

制

度

で
は
、

労
働

組

合

は

公
式

に
認

知
さ

れ
、

い

っ
た

ん

労

使

が
裁
定

(山
≦
動
鼠

)

を
受

け

る

と
強
制

的

に
作

用
す

る
。
裁

定

を
受

け

る
前

に
労
働

組

合

は
、

そ

の
資

格

の
認

定

を
申

請
す

る

必
要

が

あ
り

、

そ

の
た

め

の
規
定

が
法
律

で
規
定

さ

れ

て

い
る
。

組

合

か

認
知

さ

れ

る

と
、

組

合

は

法

的

に
保
護

さ

れ

る

こ
と

に
な

る
。

さ
ら

に
、

仲

裁

か

ら
裁

定

に
移

行
す

る

と
、

労
働
組

合

は
、

裁

定

さ
れ

た
賃

金

お

よ
び

労

働
条

件

を

経
営

側

か
ら
得

る

こ

と
が

可
能

と
な

る
。

し

た

が

っ
て
、

仲

裁

制
度

の
も

と

で
は
、

基
盤

が

脆

弱

な

労
働

組
合

で
あ

っ
て
も

、

い

っ
た
ん

そ

の
存

在

が

認

知

・

登

録

さ

れ
る

と
、

組

合

員

の
利

益

を
守

る

と

い
う

労
働

組
合

の
存

在

理
由

を
、

仲

裁

制

度

を
介

し

て
違

成

す

る

こ

と
が
で

き

る
。

そ

れ

は
ま

た
、

弱

小
労
働

組

合

で
あ

っ
て
も
新

規

に
勧
誘

す

る
武
器

に
も

な

る
。

す

な

わ

ち
、

仲
裁

制

度

そ

の
も

の
が
労
働

組
合

の
結

成

、

お
よ

び

そ

の
成

長

を

促
し

て

い
る
。

歴

史
的

に

み

て
、

こ
の

機

能

こ

そ
オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
労

働

運
動

史

に
多

大
な

影
響

を
与

え

た
。

一
九

〇

〇
年

か
ら

一
九

一
四
年

間

に
お
け

る
労
働

組

合

運
動

を

統

計
的

に
見

る

と

一
層

あ

き
ら

か

と
な

る
。

こ

の
時

期

に
、

強

711

制

力

を
持

っ
た
裁

定

制

度

が
導

入
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
の



「オー ス トラ リアの 労使 関係 とア ワー ド(裁 定)」

僅

か
な
時

期

に
労
働

組

合

の
数
は
倍

増

し
、

労
働

組
合

員

数

は

五

倍

に
増

大

し
た
。

仲

裁

制
度

は
、

ま

た

ホ

ワ
イ
ト

・
カ

ラ
ー

に
お

け

る
組
合

運
動

を
活

性
化
す

る

の
に
決

定
的

な

役
割

を

演

じ

た
。

連

邦
仲

裁

制
度

は
労

働
組

合

の
大
規

模

化
、

連

合

化

と

い

っ
た

組

織

発
展

に

と

っ
て
も

重

大

な
影
響

を
与

え
た
。

連

邦

仲
裁

制

度

に
裁

定

を
持

ち
込

む

こ
と

の
出
来

る

労
働

組

合

は
、

各

州

に
ま
た

が

っ
て
活

動
し

て

い
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
、

と

の
規
定

が

あ

る
。

そ

の
た

め
、

各

州

間

の
連

合

を
進

め
よ

う

と
す

る
従
来

の
動

き

に

大
き

な
刺

激

を
与

え
た
。

強

制
仲

裁

制
度

の
も

と
で
裁

定

(
ア
ワ
!

ド
)

を
受

け

る

労
働

者

は
、

全

国
雇

用

者

の
約

八
〇
%

程

度

で
あ

る
。

こ

の
う

ち
-連
邦

レ

ベ

ル

の
調

停

・
仲

裁

機

関

で
裁

定

を
受

け

る

も

の
が

約

四
〇

%
、

州

レ
ベ

ル

の
そ
れ

で
裁

定

を
受

け

る
も

の
が
約

六
〇

%

で
あ

る
。

ア
ワ
ー

ド

が
適

用

さ

れ

な

い
雇

用

者

の
多

く
は
、

専

門

職
、

管

理
者

で
あ

る
。

労
使
紛
争
に
関
す
る
制
度

連

邦

レ

ベ
ル

で

の
調
停

・
仲
裁

機
関

と
し

て
、
連

邦
調

停

.
仲

裁

委

員

会

と
連

邦

裁

判

所

と

い
う

二

つ

の
重

要

な

組

織

が

あ

っ

た
。

現

在

で

は
、

連

邦
調

停
、

仲

裁

委

員
会

は

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

労

使
関

係

委

員
会

に

改
組

さ

れ
て

い
る
。

ω

連
邦
調
停

・
仲
裁
委
員
会

連

邦

調

停

・
仲

裁
委

員

会

(〉
ロ
ω
嘗
巴
一き

0
8

0
一一冨
江
8

。ρ
巳

〉
『
玄
需
翁。
岳
8

0
0
ヨ
巳

。。ω
δ
ロ
甲
A
C

A
C

)

は
、

連

邦

政
府

に

よ

っ
て
設

置

さ

れ
た

労
使

紛

争

調
整

の
た

め

の
主
要

な
司

法
機
関

で
あ

っ
た
。

連

邦
調

停

・
仲

裁

委

員
会

は
、

調

停

お

よ
び

仲
裁

に

よ

っ
て

労

使

紛
争

を

防

止
、

解

決
す

る
権

限

を

与

え

ら

れ

て

い

た
。

こ
れ

に
よ
り
、

連

邦

調

停

・
仲
裁

委

員

会

は
、

労
使

間

の
労

働
問

題

に
関

す

る
協
定

の
基

礎

と
な
る
裁

定

(
ア

ワ
ー
ド

)

を

下

す

こ
と

が

で
き

る
。

こ

の
裁

定

の
う

ち
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

・使
関

係

に

と

っ
て
最

も

重
要

な
点

は
、
賃

金

決
定

に
お

い
て
連

邦

調

停

・
仲
裁

委

員

会

の
裁

定

が
、

州

レ
ベ

ル
で

の
賃

金

決
定

の
裁

定

に

大
き

な

影

響

を
与

え

て

い
た

こ

と

で
あ

る
。

言

い
換

え

れ

ば
、

連

邦

調
停

・
仲
裁

委

員

会

の
重
要

な
機

能

の

一
つ
は
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
賃

金

水
準

の
決

定

で
あ

り
、

実
質

上
は
連

邦

調
停

・
仲
裁

委

員

会

は
賃

金

政
策
・機

関

と
し

て

の
役
割

を
担

っ
て

い
た

こ

と

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

裁

定

(
ア
ワ
ー

ド
)

に
よ

る
賃

金
決

定

シ

ス
テ

ム

と
も

呼

ば

れ

る
。

一
九

〇

四
年

に
調

停

・
仲

裁

法

(O
o
コ
甑
一冨
鉱
O
コ

p。
づ
匹

〉
「
σ
や

け轟

賦
o
口

A

C

T
)

が
制

定

さ

れ

る

と
同
時

に
、

現

在

の
連

邦

調

停

・
仲

裁

委

員

会

と
連

邦
裁

判

所

の

二

つ
の
機
能

を
も

つ
連

邦

調

停

・
仲
裁

裁

判

所

(6
0
ヨ
日
o
口
≦
Φ
巴
夢

O
o
霞

辞

o
{

O
o
コ
o
凶F

m
自
o
コ
餌
謬
山
〉
「
σ
淳
「
飴
瓜
o
コ
)
が
設

置

さ

れ
た
。

一
九

五
六
年

に
、

172
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連

邦
調

停

.
仲
裁

裁

判

所

は
、

仲
裁

権

限

を

持

つ
連

邦

調
停

・
仲

裁

委

員

会

と
、

司

法
権

限
を

も

つ
連

邦

裁

判
所

に
分
離

さ
れ
、

現

在

に
至

っ
て

い
る
。

連

邦

調

停

.
仲
裁

委

員
会

は
、

委

員

長

と
複

数

の
副

委

員
長

、

お
よ

び

委

員

に
よ

っ
た
構

成

さ

れ

て

い
た
。

委

員
長

と
副
委

員
長

は
、

統

括
委

員

(竃

Φ
ω
置
Φ
コ
賦
黛。
一
日
①
臼
び
霞

)

と
呼

ば

れ
た
。

委

員

長

は
、

法

律

家

と
し

て

五
年

以
上

の
経
験

を
持

つ
と

い
う
事

が

任

用

の
条

件

で
あ

る
。
委

員

長

は
、

委

員

会

の
運

営

に
責

任
を

持

っ
た

。
委

員
長

の
重
要

な
職

務

は
、

連

邦

調
停

・
仲
裁

委

員

会

の

下
部

組
織

の
産

業

委
員

会

(ぎ
鳥
=
o。窪
蜜

℃
餌
「
q
)

に
委

員

を

選

任

す

る
事

で
あ

る
。

副
委

員
長

は
、

必
ず

し

も

法
律

家

で
あ

る

必
要

は

な

い
が
、
現
実

に
は
多

く

が

法
律

家

で
あ

っ
た
。
副

委

員

長

は
、

各
産
業

委

員
会

を

担

当

し
た
。

連

邦

調

停

・
仲

裁
委

員

会

は
、

十

二
人

の
統

括

委

員

と
、

二
人

の
委

員

か

ら
構

成

さ

れ

て

い
た
。

委

員

の
任
用
資

格

に
制

限

が

あ

る
わ

け

で

は
な

い
が
、

現

実

に
は
、

労
働

組

合
、

使

用
者

団

体
、

政
府

部
門

か
ら
、

労
使

関

係

に
関

し

て
経

験

や
能

力

の
あ

る

人

が
選

任

さ
れ

て

い
た

。

連

邦
調

停

.
仲
裁

委

員

会

に
は
、

大
審

問

組

織

(貯

=
び
Φ
口
O
ε

と
産

業

委

員

・会

(ヨ
亀
二
ω
#
網

O
鋤
コ
色
)

と

い
う

二
つ

の
主
要

な
機

関

が
あ

っ
た
。

大
審

問

組
職

は
、

調
停

や
裁

定

の
内

容

が
経
済

全

体

に
重

大

な
影

響

を
与

え

る
よ

う

な
、
紛

争

を
取

り

扱

う
。

大
き

な

紛
争

を

た

っ
た

一
人

の
委

員

に

任
せ

る

こ

と
が

で
き

な

い
た

め

で

あ

る
。

大

審
問

組

織

は
、

少

な

く

て
も

三

人

以
上

の
委

員

と
、

二
入

以
上

の
統

括
委

員

で
構

成

さ

れ
た
。

大
審
問

組

織

で
取
り

扱

わ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
事

項

と
し

て
、

基

準

労
働

時

間
、

最

低
賃

金

、

有

給

体

暇
、

お

よ

び

全
国

的
賃

金

裁

定

な
ど

が
、

明

文

化

さ

れ

て

い
た
。

大
審

問

組
織

の
も

う

一
つ
の
重
要

な

機
能

は
、

連

邦

調
停

.
仲
裁

委

員

会

で

個

々
の
委

員

に
よ

っ
て

下
さ
れ

た
裁

定

を

上
訴

し

た
り

再

検

討
を

す

る

こ
と
を

制
度

的

に
保

証
す

る

こ
と

で

あ

る
。

産
業

委

員

会

は

、

一
九

七

二
年

に
導

入

さ
れ
、

一
人

の
統

括

委

員

と
、

少
な

く

と
も

二
人

以
上

の
委
員

よ

り
構

成

さ

れ

た
。

産

業

委
員

会

は
、

特

定

の
産

業

に
関

す

る
調

停

や
、

斡

旋

を

行
う

組

織

で
あ

り

、

十

一
の
産

業
委

員
会

が
設

置

さ

れ
た

。
産

業

委

員

会

制

度

は
、

委

員

の
専

門

化

と
、

連

邦
調

停

・
仲

裁
委

員
会

の
統

一
化
を
維

持

す

る

と

い
う

目
的

で
設
置

さ

れ

た
。
す

な

わ
ち
、

産

業
委

員

会

は

い
く

つ
か

の
産

業

を

ま

と
め

て

一
つ
の
グ

ル
ー
プ

と

し

て
責

任
を

持

つ
こ
と

に
よ

り
、

委

員

に
専

門

性
を

持

た

せ

る

と

共

に
、

委

員

は

担

当

の
産

業

を

い
く

つ
か
手

掛

け
な

く

て

は
な

ら

な

い

の
で
、

全

体

と
し

て

統

一
化

を
維

持

で
き
た
。

②

連
邦
裁

判
所

・
産
業
部

一
九

五

六

年

に

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

連

邦

調

停

・
仲

裁

裁

判

所

(O
o
筥
ヨ

8

箋
Φ
嚢。
#
げ

O
o
霞

け
o
暁
0
8

6
圃=
四
鼠
o
口
餌
a

》
吾

ξ

甲

ユ
o
鵠
)

は

、

連

邦

調

停

・
仲

裁

委

員

会

(
A

C

A

C

)

と

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア
産

業

裁

判

所

(>
g

。。
#
艶

き

冒

臼

ω
ヨ

巴

O
o
霞

け
)

に

731

分

離

さ
れ

た
。

一
九

七
六

年

に
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
産
業

裁

判

所
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は

、

新

し

く

創

設

さ

れ

た

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

連

邦

裁

判

所

(
団
Φ
阜

Φ
鴨
掌ρ
一
〇
〇
貫

辞

O
粘

〉
虹
o。
口
巴
貯

)

の
産

業

部

(ぎ

山
ロ
ω
需
凶
巴

∪
で
圃
-

。。
一〇
口
)

に

な

っ
た

。

連

邦

裁

判

所

・
産

業

部

は

、

仲

裁

委

員

会

に

よ

っ
て

裁

定

さ

れ

た

基

準

の

雇

用

条

件

を

、

実

際

に

実

行

す

る

よ

う

に

強

制

し

た

り

、

そ

の

内

容

を

解

釈

す

る

権

限

を

持

っ
て

お

り

、

司

法

権

に
裏

付

け

ら

れ

た

組

織

で

あ

る

。

㈲

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
労
使
関
係
委
員
会

一
九

八

八
年

、

い
わ

ゆ

る

ハ
ン

コ

ッ

ク

レ
ポ

ー

ト

(
国
四
う
o
o
o
評

閑
①
O
o
#
)

と

い

わ

れ

る

一
九

八

五

年

に

出

さ

れ

た

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

の

労

使

関

係

と

シ

ス

テ

ム

に
関

す

る

調

査

委

員

会

レ
ポ

ー

ト

を

う

け

て

、

連

邦

調

停

・
仲

裁

委

員

会

は

廃

止

さ

れ

、

新

た

に

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

労

使

関

係

委

員

会

(〉
二
ω
需
巴

鑓
コ

ぎ

血
ロ
ω
霞
剛餌
一

肉
①
冨

ぼ
o
p
ω
O
o
ヨ
邑

ω
凶
8

脚
A

I

R

C

)

が

設

立

さ

れ

た

。

こ

の

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

労

使

関

係

委

員

会

は

、

新

た

な

労

使

関

係

法

で

あ

る

労

使

関

係

法

一
九

八

八
年

(夢

Φ
一コ
山
=
ω
けユ
巴

菊
鮎
叩

二
〇
欝
ω
>
O
叶
O
{
H
¢
Qo
Q◎
)

を

制

定

し

た

。

二

連
邦
お
よ
び
州
政
府
の
労
使
関
係
に
関
す
る
権
限

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
憲

法

五

一
条

第

三
五
頃

は

、

労
働

組
合

活

動

に
関

す

る
、

連

邦

政
府

の
立
法
権

を

制

限
す

る

と
共

に
、

連

邦
仲

裁

委

員

会

の
裁

定

権

に

つ
い
て
も

限
界

を

設

け

て

い
る
。

特

に
重

要

な

の
は

次

の

二
点

で
あ

る
。

一
つ
は

「
労
働
争

議

」

に

つ
い
て

で
あ

り
、

他

の

一
つ
は
、

「
単

独

の
州

の
領

域

を

超

え

る

面
」

に

対

し

て

の

規
定

で

あ

る
。

二
番

目

の
条

件

は
、

「
各

州
間

に
ま

た

が
る

必
要

条

件

」

と

一
般

に
呼

ば

れ

て

い
る
。

こ

の

二

つ
の
点

か

ら
言

い
た

い
こ

と

は
歴

然

と
し

て

い
る
。

労

使
関
係

委

員

会

が
裁

定

に
乗

り

出
す

こ
と

の
出
来

る

の
は
、

当
事

者

の
経

営
者

、

あ

る

い
は

労
働

者

が
、

複

数

の
川

に
ま

た

が

っ
て

い
る
場

合

の
み

と

い

や

　

う

こ

と
て
あ

る

ま
ず

「
労

働
争

議

」
の
意

味

に

つ
い
て

み

て
み
よ

う
。

第

一
に
、

労
使

関
係

委

員

会

が
裁
定

に
介

入
で
き

る
権

限
は

、

実
際

に
労

使

紛
争

が
起

き

て

い
る
、

そ

の
案

件

に
関

し

て

の
み

で
あ

る
。

労
使

紛
争

は
、

当
事

者

の

一
方

(
労
働

者

側

か
経

営
側

)

が
相
手

に
対

し

て
要

求

、

な

い
し

回
答

を
与

え
、

そ

れ

を
相
手

が
拒
絶

、

あ

る

い
は

無

視

し

た

段

階

で
実

際

の
紛

争

が

発

生

し

た

と

解

釈

さ

れ

る
。

第

二
の
労
働

争
議

に
課

せ
ら

れ

る
制

約

は
、

労

使
関

係

委

員

会

は
、

労

働
争

議

案

件

そ

の
も

の
だ

け

を
扱

う

こ
と

に
な

っ
て

い

る
。

こ

の
意

味
す

る

こ
と
は
、

例

え

ば
、

給

与

支
払

い
者

が

労
働

組

合
費

を
組

合

員

の
給

与

か
ら
自

動

的

に
天
引

き
す

る

よ

う

な

行

為

に

は

(チ

ェ
ッ
ク

・
オ

フ
と

呼

ば

れ

る
)
、

労

使

関

係

委

員

会

の
裁

定

権

限

が

及

ば

な

い
こ

と

を
意

味

し

て

い
る
。

な

ぜ

な

ら

ば
、

こ
の
行
為

は

労
働
争

議

案

件

と
は
見

な

さ

な

い
と

い
う

裁

判

所

の
判

定

が
な

さ

れ

て

い
る

か
ら

で
あ

る
。
第

三

の
制
約

は
、

委

174
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員
会

は

た

と

え
、

そ

の
当
事

者

が
関
与

し

て

い
る

い
な

い
に

か

か

わ
ら
ず

、

共

通

の
職

種
、

地

域
、

あ

る

い
は
産

業

に
普

遍

出
来

る

「
標

準
賃

金

体
系

」

を

決

め

る

こ
と

は
出

来

な

い
。

言

い
換

え
れ

ば
、

委

員

会

が
裁
定

を

下
し

た

い
か

な

る

決
定

も
、

実

際

に
労
使

紛
争

に
巻

き

込

ま

れ
た

当
事

者

以
外

に

は
適

用

出
来

な

い

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

第

四
の
制
約

は
、

労
使

紛
争

に
関

し
介

入

で
き

る

領

域

は
、

あ
く

ま

で

双
方

の
当
事

者

が
争

い
あ

っ
て

い
る
領

域

に

関

し

て

の
み

で
あ

る
。

し

た

が

っ
て
議

論

の
範

囲
も
、

裁

定

の
内

容

も
、

双
方

の
交

渉

内
容

に
よ

っ
て
決

ま

る

こ
と

に
な

る
。

こ

の

意

味
す

る

と
こ
ろ

は
、

賃

金

問
題

で
あ

れ
、

労

働

条
件

に
関

し

て

で
あ

れ
、

委

員

会

は

労
働

組
合

側

が
要

求

す

る

以
上

の
裁

定

を
す

る

こ
と

が

で
き

ず

、

ま

た
使

用
者

が

回
答

し

た

以

下

の
悪

い
条

件

を

出
す

こ

と
が

で
き

な

い
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

他

方
、
川

の
裁

定

は
も

っ
と
自

由

で
あ

る
。
裁

定

に
当
た

っ
て
、

現

実

の
「
労
使

紛

争
」
の
存

在

を
事

前

に
要

求

す

る

こ
と
も

な

い
。

裁
定

を
普

遍
的

ル
ー

ル
に
す

る

こ
と
を
禁

ず

る
憲

法

上

の
制
約

も

な

い
。

い
わ

ん

や
、

「
介

入

で
き

る

領

域

を
制

約

す

る
」

原

則

な

や

ゆ

ヘ

へ

と
も

な

い

し

カ
し

州

の
裁

定

に
も

二

つ
の
大
き

な
制

約

が
課

せ

ら
れ

て

い
る
。

第

一
は
、

一
つ
の
州

を
乗

り

越

え
た
案

件

を

扱

う

こ
と
は

出
来

な

い
。

す

な

わ

ち
、

裁

定

は
あ

る
特

定

の
州

に
存

在
、

活
動

し

て

い
る
使

用
者

と
労

働
者

の
み

に
適
用

さ

れ

る
。

第

二
に
、

州

法
あ

る

い
は

州

の
裁
定

が
、
連

邦

の
労
使

関
係

委

員

会

の
裁

定

と
抵
触
す

る

よ
う

な
場

合

は
連

邦
裁

定

が
優

先

す

る
。

す

な

わ

ち
憲

法

一
〇
九

条

に
規

定

さ

れ

て

い
る
よ

う

に
、

連

邦
仲

裁

裁

定

は
、

連

邦

政

府

立
案

に
よ

る
諸

法
律

と
全

く
同

等

の
権

限

を

有

す

る
、

と

の
最
高

裁

判

決

に
よ

り

不

一
致

の
部

分

に

つ
い
て

は

連

邦

裁

定

が
適

用

さ
れ

る
。

連

邦
裁
∵定

の
重
要

性

は
、

以
下

の

二
点

で
あ

る
。

第

一
に
、
連

邦

裁
定

は
、

経

済
効

果

の
上

か
ら

も
、

労
使

関
係

の
上

か
ら

も
、

も

っ
と
も

重

要

な
産

業

お
よ

び

職

種

の
大
半

を
押

さ

え

て

い
る
。

第

二
に
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
労

使
関

係

委

員
会

は
、

こ
と

に
賃

金

査

定

の
面

で

「
波

及
効

果
」

と

呼

ば
れ

る
、

一
つ
の
指

標

基
準

を

作

り

あ

げ

る
、

ペ
ー

ス

・
セ

ッ
タ
ー

の
役

割

を
果

た

し

て
き

た
。

そ

れ

に
州

の
裁

定

が
追

従
し

た
。

も

ち

ろ
ん
、
連

邦

の
裁
定

に

つ

い
て

い
け

な

い
州

も

い
く

つ
か

あ

っ
た

が
、

州

の
裁

定

委

員

会

が
、

自
ら

の
意
志

で
、

あ

る

い
は
州
議

会

の
動
き

に
呼

応
し

て
、

多

く

の
労

使

紛
争

に
関

し

て
画

期

的

ア
イ
デ

ィ
ア
を

打

ち
出

し
、

そ

れ
が

や

が

て
、
連

邦

の
伸
裁

裁

定

に
採

用

さ
れ
た

ケ

ー

ス
も

ま

た

多

く
あ

る
。

三

仲
裁
制
度

と
裁
定

(
ア
ワ
ー
ド
)

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

使
紛

争

に
関
す

る
諸
制

度

は
、

調

停

よ

り

む

し

ろ

仲
裁

制

度

に
重

点

が
お

か

れ

て

い
る
。

こ

と
に

労
使

双

方

が

、

お

互

い
に
譲

り

合

わ
ず

、

事

態

が
困
難

に
直

面

し
た
場

合

751

は
、

仲
裁

制

度

が
重

要

と
な

る
。

調

停
制

度

が
、

時

に
重
要

な
役
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割

を
果

た
す

こ
と

は
事

実

で
あ

る

が
、

比
重

は

圧
倒

的

に
仲
裁

制

度

に
依
存

し

て

い
る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

で
適

用

さ
れ

て

い
る
仲

裁

制

度

の

法

律

的

体
系

は

極

め

て

高

度

で
、

完

備

さ

れ

て

い
る

が
、

二

つ
の
意

味

で
法
的

拘

束

力

を
持

っ
て

い
る
。

第

一
に
、

い

っ
た

ん
仲
裁

委

員

会

が

仲
裁

と

い
う
型

で
裁

定

を

下
す

と
、

そ

の

対
象

に

な

っ
た

経
営

者
、

組
合

は

法

的

に
拘

束

さ
れ

る
。

す

な

わ

ち
、

賃

金

裁

定
、

そ

の
他

の
裁

定

は
、

決
ま

る

と
法

的

拘

束

力

を

持

っ
て

い
る
。
第

二
に
、
意

義

的

に
は
も

っ
と
重

要

で
は

あ

る

が
、

経
営

者

、

あ

る

い
は

組
合

の

一
方

が
仲

裁
委

員

会

の
裁

定

に
判

断

を
委

ね

る

や
、

相
手

は

そ

れ

を
共

通

の
問

題

と
し

て
認

識

し
、

そ

の
仲
裁

裁

定

の
席

に
座

ら

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
こ
と

で
あ

る
。

歴

史
的

に
は
、

組

合

側

が
、

積

極

的

に
仲

裁
委

員

会

に
訴

え

で

て
、

経

営
者

側

を

仲
裁

の
傘

の
下

に
座

ら

せ
る

傾

向

が
あ

っ
た
。

い

っ

た

ん

仲
裁

委

員

会

に
提

訴
す

る

と
、

双
方

と
も
同

時

に
拘
束

さ
れ

た

。少

し
詳

し
く

連

邦

の
仲

裁

制
度

を
見

て
み
よ

う
。

前

述

し

た

よ

う

に
、
連

邦

の
仲

裁

制
度

の
中

心
と
な

る
機

関

は
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
労
使

関
係

委

員

会

(A

I

R

C
)

で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労

使
関

係

委

員

会

は
、

こ

こ
に
持

ち

込
ま

れ

た
争
議

に

つ
い
て

公

聴
会

を

開
ー

権

限

を
持

ち
、

調
停

が
失

敗
し

た
場

合

仲

裁

に
移

行
す

る

こ

と
が

で
き

る
。

こ

こ
で

決
定

さ

れ

る
労

使
関

係

や
雇

用

条

件

は
裁

定

(
ア
ワ
ー

ド
)

と
呼

ば

れ

る
。

組

合

側

が

一
連

の
要

求

事

項
表

(ざ
ひq

o
粘

。
琶

ヨ
ω
)

を

経

営
側

に
提

出
し
、

こ

の
要

求

書

が

一
定

の
期

限

内

に
拒

否

さ

れ

る
か

あ

る

い
は

回
答

を
得

ら

れ

な

い
場

合

に
は
、
争

議

が

発
生

し
た

と
見

な

さ
れ
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委

員

会

の
介

入
を

可
能

に
す

る
。

組
合

側

の
要

求
▼水

準

と
、

経

営

側

の
回
答

と

の
乖
-離

が
、

紛
争
・の
範

囲

(鋤
ヨ
・

げ
犀
ω
)

と
な

る
。

こ

の
紛

争

の
範

囲

に
よ

っ
て
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労

使

関
係

委

員

会

が
争

議

を

解

決
す

る

た

め

の
新

し

い
裁

定

を

出

し
、

あ

る

い
は
現

行

の
裁

定

の
条
件

変

更

を

行
う

た

め

の
範

囲

が
決

ま

っ
て
く

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使
関

係

委

員
会

は
、

ま

た

調

停

に
持

ち
込

ま

れ

る
前

に
労
使

間

で
結

ば

れ

た
労
働

協

約

の

公

認

(陛
①

o
Φ
『
辞蕊

o
卿
鼠
o
口

o
h
餌
αq
触
Φ
①
日
①
コ
房
)

を
す

る
権

限

を

持

っ
て

い
る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
労

使
間

で
自
主

的

に
賃

金

労
働

条

件

に

つ
い
て
協
約

を

結

び
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ァ
労
使
関

係

委

員
会

に
登

録

し

て
認

め
て
も

ら

う

こ
と
も

可
能

と
な

る
。

こ

の
よ

う

な

形

で
認

め
ら

れ
た
協

約

も

裁

定

と
同

一
の
取
扱

い
を
受

け

る
。

近

年

か

な
り

の
裁

定

は
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委

員

会

目
ら

が

決
定

し
た

所
産

で
は

な

く
、
事

前

に
経

営
者

と
労
働

者

と
が

一

応

の
合
意

に
達

し
た

も

の
を

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委

員
会

に
持

ち

込

み
、

権
威

づ
け

し

て
も

ら

う

形

と
な

っ
て

い
る
。

こ
れ

を
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
で

は
同
意

裁

定

(o
o
コ
ω
Φ
耳

餌
≦
餌
『
島
)

と

呼

ん

で

い
る
。

裁
定

(
ア

ワ
ー

ド
)

は
、

通
常
、

賃

金

レ
ー
ト

や
雇

用

条

件

の

最

低

基

準

で
あ

る
。

組

合

は
、

裁

定

を
超

え
る
賃

金

レ
ー

ト

や
雇

用
条

件

を

経
営

側

か

ら
引

き

出
す

こ

と
は
自

由

で
あ

る
。

こ

の

こ

176
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と
か

ら
、

労

使
間

の
団

体

交
渉

は
、

裁
定

以
上

の

レ
ー
ト

や
条

件

に

つ

い
て
だ

け

に
限
定

さ

れ
る
。

裁
定

を
超

え

る
賃

金
水

準

を
支

払

う
事

を
、

オ

ー

バ
ー

.
ア
ワ
ー

ド
賃

金

(o
<
Φ
雫
母
≦
霞
O

℃
ロ
甲

日
①
ロ
房
)

と

い
う
。

オ

ー

バ

i

・
ア

ワ
ー

ド
賃

金

は
、

経

営
者

が

高

額

賃

金

や
高

条

件

で

労
働

力

を
引

き

付
け

よ

う

と
考

え

る
場

合

に
多

い
。

四

労
働
組
合

の
登
録

・
認
知

労

働
組

合

が

仲
裁

裁

定

を
受

け

る

た

め

に
は
、

多

く
場

合

、
事

前

に
登

録

、

認

知
さ

れ

て

い
な
け

れ

ば
な

ら

な

い
。

労
働

組

合

の

登

録

制

度

は
、

ま

た
、

連

邦

仲
裁

制

度

を
構

成
す

る

一
つ
の
法
体

系

と
な

っ
て

い
る
。

労
働

組

合

を
登

録
す

る

こ
と
は
、

組

合

指
導

部

に

と

っ
て
極

め

て
対

価

の
一ロ向
い
も

の
で
あ

り

、

実
質

面

で
も

多

く

の
利
点

が
与

え

ら

れ

て

い
る
。

注

目
す

べ
き

下
記

の

四
点

で
あ

る
。

第

一
に
、

当

然

の
こ

と

で
あ

る
が
、

仲
裁

裁
∵定

に
持

ち

込
む

こ

と
が

で
き

る
。

第

二
に
、

登

録
す

る

こ

と
で

数

々

の
法

的
裁

量

を

受

け

る

こ

と
が

で
き

る
。

も

し
登

録

し

て

い
な

け

れ

ば
、
事

務
的

に
簡

単

に
済

ま

し

て
し

ま

う

こ
と
も
、

丁
重

に
取
り

扱

わ

れ

る
。

第

三

に
、

登

録
済

凶
組
合

の
み

が
組
合

費

の
滞

納

、

そ

の
他
諸

々

の
公
租

公

課

を
徴

収
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

第

四
に
、

組

合

登
録

は
自

動

的

に
認

可

さ

れ

る
も

の
で

は
な

い
。

と

い
う

こ
と
は
す

で

に
認

可
さ

れ
、

登

録

済

み

の
組
合

は
、

そ

れ

と
競
合
す

る
新

し

い

組

合

が
新

た

に
登

録

し
た

り
、

あ
る

い
は
組

織
す

る

よ
う

な

状
況

に
遭

遇

し
な

い
よ
う

保

護

さ

れ

て

い
る

こ

と
を
意

味
し

て

い
る
。

第

四
節

オ
ー

ス
ト
ラ
リ

ア
の
賃
金
決
定

シ

ス
テ
ム

国
家
レ
ベ
ル
で
の
賃
金
決
定

本

節

で
は
、

連

邦

調
停

・
仲
裁

委

員

会

を
中

心
と
す

る
連

邦

レ

ベ
ル

で

の
賃

金

紛
争

処

理

に

つ
い
て
述

べ
る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
連

邦

レ

ベ

ル
で

の
賃

金

決
定

制

度

の
基

礎

は
、

一
九

〇

七
年

に
出

さ
れ

た

ハ
ー

ベ

ス
タ
ー

判

決

(国
鋤
「<
Φ
ω
審
鴨

』
二
自
αq
ヨ
Φ
葺
)

で
あ

る
。

ハ
ー

ベ

ス

タ
ー

判

決

は
、
連

邦

レ

ベ

ル

で
労
働

者

が
、

文

明

社
会

で
人
間

ら

し

く

生
活
す

る
た

め

の
生
計

費

を
基

礎

に
算

定

が
な

さ

れ
た

。
賃

金

の
構
造

は
、

生

計
費

に
も

と
つ
く

基

本
賃

金

(げ
p。
ω
討

≦
鋤

ひq
Φ
)
、

お

よ
び
、

各

自

の
能

力

、

経

験

か

ら

く

る

熟

練

に

対

す

る

熟

練

割

増

給

(ヨ
霞

αq
冒

暁o
吋

ω
ご
一一)

の

二
本

立

て
に
よ

り
裁

定

さ

れ

た
。

一
九

一
二
年

以
降
、

基

本
賃

金

は
、

消

費

者

物

価
詣

数

(「卑
鉱
一
℃
【
8
①
ぎ
O
Φ
×
旧
湘
℃
一
)

を

基
礎

と
し

て
、

調
整

さ

れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。

さ
ら

に
、

一
九

ニ

ニ
年

か
ら

、

基

本
賃

金

は

三

ヵ
月

ご

と
に
消
費

者

物

価
指

数

の

動

き

に
運

動

し

た

形

で
、

自
動

的

に
調
整

す

る

シ

ス
テ

ム
が

確

立

771

さ

れ

た
。

基
本

賃

金

が
消
費

者

物

価

の
変

動

に
よ

り
自

動

的

に
決
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定

さ

れ

る
制

度

は
、
一
九

五

三
年

ま

で
続

い
た
。
五

三
年

か
ら

は
、

基
本
賃

金

は
支

払

い
能

力
を

も
考

慮

さ

れ

る
よ

う

に
な
り
、

そ

の

た

め

に
経
済

指

標

が
参
考

と

さ
れ
た

。
経
済

指

標

と
し

て
、
雇

用

、

投
資

、

生
産

と
生
産

性
、

外

国
貿

易

、

貿
易

収
支

、
産

業

の
競

争

力
、

等

が
用

い
ら

れ

た
。

六

〇
年

以
降

は
、

生
産

性

と
、

物

価

と

い
う

二

つ
の
指

標

か

ら
基

奉
賃

金

が
決
定

さ

れ
た
。

以
上

の
よ

う

に
、

基

本
賃

金

は
、

定

期
的

に
裁

定

さ

れ

る

の
に
対

し

て
、

熟

練

割

増
給

は
、
申

請

に
基

づ

き

労
働

内
容

に
変

化

が
あ

っ
た

と

認

め

ら
れ

た

際

に
不
定

期

に
増

額

が
裁
定

さ
れ

た
。

こ

の
よ

う

な
基

本

賃

金

と
熟
練

割

増
給

か
ら

な

る
裁

定
賃

金

と

は
別

に
、

労

使

間

の

直
接

交

渉

に
よ

っ
て
実

現
す

る
裁

定

外
賃

金

が

次
第

に
増

え
、

裁

定
賃

金

と
現

実

の
賃

金

と

の
間

の
乖

離

が
増

大

し
た
。

連

邦

調
停

・
仲

裁
委

員

会

は
、

一
九

六

七
年

に
、

従
来

の
基

本

賃

金

と
熟

練
割

増

給

を
統

合

し

て
総
合

賃

金

(8
け巴

乏
餌
ひq
Φ
)

と

し
、

調
停

・
仲

裁

委

員

会

は
自

ら

の
機

能

を

一
歩

後
退

さ
せ
、

労

使

間

の
団

体
交
渉

を
拡

張
す

る
意

向

を
示

し

た
。

こ

の
結

果

、
賃

金

決

定

は

多
元

化

し

て

い

っ
た
。

し

か

し
、

こ

の
賃

金

決
定

は
、

イ

ン
フ

レ
効

果
を

内

在
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

す

な

わ

ち
、

生
産

性

の
高

い
産
業

で
交

渉

力

の
強

い
組

合

は
、

個
別

交

渉

に
よ

る

上

積

み
分

に
よ

っ
て
高

い
賃

金

引

き

上
げ

が
実

現

し
、

こ
れ

が
賃

金

公
平

性

の
原
則

(o
O
∋
O
餌
目
P。
駄
く
Φ

毛
P自
αq
Φ

冒
ω二
6
Φ
)
に
よ

っ
て
、

さ

ほ
ど

生

産
性

の
高

く

な

い
産
業

の
賃

金

決
定

に
影

響

を

与

え
る

か
ら

で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
に
伝

統

的

に
存

在

し

て

い
た
賃

金

公
平

性

の
原
則

に
基

づ
き
、

産
業

や
職

種

間

均
衡

を

は

か

る
た

め
順

次
他

の
産

業

や
職

種

の
賃

上
げ
裁

定

に
波

及
し
、

一
巡

し
た

頃

に
は
最

初

の
産

業

や
職

種

は
他

と

の
均
衡

を

理
由

に
賃

上
げ

を

要

求
す

る

と

い
う

サ
イ

ク

ル
が

形
成

さ

れ

た
。

労
働

組
合

は
、

実

質

所
得

を

確
保

す

る

た

め

に
、

頻

繁

に
賃

金

交
渉

が
行

わ

れ
た
。

こ
れ

は
結

局
、

全

産
業

賃

金

上
昇

率

は
常

に
平

均

生
産

性

上
昇

率

を

上

回

る
結

果

と
な

っ
た
。

一
九

七

四
年

末

ま

で
に
、

裁

定
賃

金

は
年
率

30
%

上
昇

し
、

物

価

上
昇

率

は
年

率

一
八
%

に
達

す

る

と

い
う

イ

ン
フ

レ
と
な

っ
た
。

ω

賃

金

イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン
政
策

一
九

七

五
年

に
は
、

こ

の
よ
う

な

悪

化
し

た
経
済

を

改
善
す

る

た

め

に
、
イ

ン
デ

ク
セ

ー

シ

ョ
ン
原
則

(貯
匹
Φ
区
9。
甑
o
昌
嘗

ぎ
o
ぢ
冨
)

に
よ
る
賃

金

決
定

制
度

を
採

用

し

た
。

イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン
原

則

に

よ

る

賃

金

決

定

と

は
、

賃

金

を

消

費

者

物

価

指

数

(o
o
亭

ω
¢
ヨ
①
『

嘆

一〇
①

貯
島
Φ
×
胴
C

P
I

)

の
動

向

に
合

わ

せ

て
修

正
す

る
制
度

で

あ

る
。

す

な

わ
ち
、

賃

金

決
定

を

物

価

上
昇

に
合

わ

せ

て

調

整

す

る

こ

と

に
よ

り

実

質

賃

金

水

準

の
維

持

を

図

り

な

が

ら
、

連

邦

調

停

・
仲

裁
委

員

会

に
よ

る
賃

金

決
定

と

い

っ
た

形

で

の
中

央
集

権

化

を
図

っ
た

も

の
で
あ

る
。

イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン

原
則

は
、

い
ろ

い
ろ

形
を
変

え

な

が
ら
も

一
九

八

一
年
ま

で
続

い

た
。イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン
原
則

が
導

入
さ

れ
た

一
九

七

五
年

か
ら

1?8
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は
、
賃

金

を
消

費
者

物

価
指

数

の

四
半

期

ご

と

の
動

向

に
よ
り

修

正
し

た
。

一
九

七

八
年

か
ら

は
、

半
期

ご

と
に
変

わ

っ
た
連

邦

調

停

.
仲
裁

委

員
会

の
決
定

事

項

や
貸

金

決
定

原

理

は
、

直

接

的

に

は
、

連

邦
裁

定

に
し

か
適

用

さ

れ
な

い
が
、

州

レ

ベ
ル

の
労
働

法

廷
も

同

じ
増
【加
分

を
州

と
し

て
裁

定

し
た
。

そ

の
結

果
、

イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ

ン
原
則

の
決
定

は
賃

金

・
俸
給

労
働
者

の
約

90
%

に

適
用

さ

れ
た
。

実

際

の
賃

金

上
昇

率

は
、

消

費

者

物

価
指

数

の
動

き

に

比

べ

て
低

く

押

さ

え
ら

れ
た

。

一
九

七

五
年

三
月

か
ら

一
九

八
〇

年

九
月

に
至

る
時

期

の
イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン
の
平

均

は

八

〇
%

を
少

し

超

え
た

程

度

で
あ

っ
た
。

②

ケ

ー

ス
バ

イ

ケ
ー

ス
に
よ

る
賃

金

決
定

一
九

八

一
年
、

連

邦

調

停

・
仲
裁

委

員

会

は

イ

ン
デ

ク

セ

ー

シ

ョ
ン
原
則

に
よ

る
賃
∵金
決
定

か
ら
、

ケ

ー

ス
バ
イ

ケ

ー

ス
に
よ

る

賃

金

決

定

に
戻
し

た
。

こ

の
賃

金

決

定
方

法

は
、

一
九

八

一
年

七

月

よ

り

一
九

八

二
年
十

二
月

ま

で
続

い
た
。

こ

の
間

、

極

め
て

画

一
的

裁
定

基

準

が
全

産
業

に
ゆ
き

わ

た

っ
た
。

激

し

い
労

働
争

議

の
末

、

金

属
産

業

の
労

働
組

合

は
、

一
九

八

一
年

十

二
月

に
協

定

を
結

ん
だ

が
、

そ

の
内
容

は
週

二
五
ド

ル
賃

上
げ
、

基

準

内

労
働

時

間

を

週

四
〇
時

間

か
ら

三

八
時

間

に
短
縮
す

る

こ
と
、

さ

ら

に

中

間
賃

金

調

整

と
し

て

一
九

八

二
年

六
月

に
週
十

四
ド

ル

の
賃

上

げ

を

行
う

も

の
で
あ

っ
た
。

こ

の
金

属

産
業

基

準

が

他
産

業

に
お

け

る

一
九

八
二
年

の
裁

定

上
積

み

分

の
基
礎

と
な

っ
た

。

こ

の
年

景

気

が

さ
ら

に
悪

化
し

た
。

一
九

八
二
年

十

二
月
、

政
府

は

公
共

部

門

の
賃

金

の
十

ニ
カ
月
凍

結

を

法
制

化

し
、

連

邦
調

停

・
仲

裁

委

員
会

に
対
し

て

は
民
間

で
も

同
様

の
賃

金

凍

結

を
行

う

よ
う
要

請

し

た
。

連

邦

調

停

・
仲

裁

委

員
会

は
民
間

部

門

の
賃

金

凍

結

を

行

っ
た

が
、

そ

れ

は

六
ヵ

月

し

か
続

か

な

か

っ
た
。

③

ア

コ
ー

ド

(合
意

)

に
よ

る
賃

金
決

定

一
九

八
三
年

、

労
働

党

の
ホ

ー

ク
政
権

が
誕

生
し
、

ア

コ
ー

ド

(合
意

)

に
よ

る
賃

金

決

定

が

実
施

さ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

ア

コ
ー

ド

(恥
o
o
o
『
O
)

と
は
、

一
九

八
三
年

二
月

に
、

労
働

党

(A

L

P
)

と
オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

労
働

組
合

評
議

会

(A
C

T

U
)

と

の
間

の
物

価

と
所

得

に
関

す

る
政
策
協

定

で
あ

る
。

こ

の
協

定

の

目
的

は
、
賃

上

げ

の
水

準

を

安
定

化

さ

せ
、
失
業

率

を
引

き

下
げ
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
産
業

の
競
争

力

と
利
益

を

回
復
す

る

こ

と
で

あ

る
。

ア

コ
ー

ド

に
よ

る
賃

金

決

定

政
策

に

つ

い
て

見

て

み

よ

う
。ア

コ
ー

ド

ー

(
一
九

八
三

年

二
月

)、

ア

コ
ー

ド

2

(
一
九

八

五
年

九
月

)

で
は
、
賃

金

決
定

を
消
費

者

物

価
指

数

に
基

づ
き
中

央

に

よ
り

決

定

さ

れ
る
、

過

去

の
賃

金

イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン
政

策

に

戻

っ
た
。

ア

コ
ー

ド

ー

で
は
、
賃

金

は
、

消
費

者

物

価

の
上

昇

に
完

全

に

ス

ラ
イ

ド

さ

せ
た
。

ア

コ
ー

ド

2
で

は
、

部

分
的

イ

ン
デ

ク

セ
ー

シ

ョ
ン
政
策

と
し

て
、
賃

金

は
消
費

者

物

価
指

数

と

791

完
全

に

ス
ラ
イ

ド

さ
せ

る

の
で

は
な

く
、

や
や
そ

の
指

数
を

下
回
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る
水

準

で
決
定

さ

れ
た
。

こ

れ
は
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
ド

ル

の
切

り

下
げ
、

貿
易

収
支

の
大

幅
赤
字

に
よ

る
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
経

済

の
悪

化

の
た

め
で

あ

る
。

一
九

八
七
年

以
降
、
賃

金

イ

ン
デ

ク
セ
ー

シ

ョ
ン
政
策
・は
、

打

ち

切

ら
れ

た
。

一
九

八
七
年

三
月

の
ア

コ
ー
ド

3

で
は
、

二
層
賃

金

シ

ス
テ

ム

(叶芝
o

甑
霞

。・
団
ω
8
露

o
{
≦
餌
閃
Φ
)

と

い
わ

れ

る

二

つ
の
賃

金

決
定

を

行

っ
た
。

二
層
賃

金

シ

ス
テ

ム
と

し

て
、

第

一

に
、

週
給

で

八
七
年

三
月

に
十
ド

ル
、

八
八
年

に
六

ド

ル
、

全

労

働
者

一
律

引

き

上
げ

る
。

ま

た
、

そ

の
第

二
と
し

て
、

生
産

性

に

見

合

う

四
%

の
範
囲

内

で
、

企
業

と

労
働

組
合

と

の
交

渉

に
よ

る

賃

金

引

き

上
げ

を

認

め
た
。

こ
れ

は
、

生
産

の
効
率

性

の
改
善

と

ア

ワ
ー

ド

リ

ス
ト

ラ
ク
テ

ィ

ン
グ

(
ア
ワ
ー

ド

の
再

構

築
)

に
応

じ

た
賃

上
げ

で
あ

り
、

企

業

別
交

渉

を

よ
り

促
進

さ

せ

る
政
策

で

あ

る
。

こ
の
方

法

は
、

ア

ワ

ー
ド

リ

ス
ト

ラ

ク

テ

ィ

ン
グ

と
効
率

性

の
原

則

(蝉
≦
9。
a

触
Φ
ω嘗
¢
o
叶霞

ぎ
ひq
P。
コ
α
Φ
{凱
息
①
訂
O
《
℃
「
ぎ
皇
-

豆
Φ
)

と
呼

ば

れ
、

ア

ワ

ー

ド

に

よ

る
賃

金

決

定

に
お

い
て
、
賃

金

と

生
産

性

と

い
う

効
率

性

、

お
よ

び
、

ア

ワ
!

ド

の
再

構

築
を

目
指

し

た
も

の

と
し

て

注

目

さ
れ

る
。

生
産

性
交

渉

に
積

極

的

で
あ

っ
た
金

属
産

業

の
労

使

の
場

合
、

一
九

八
七
年

十

二
月

ま

で

に
、

約

一
八
〇
〇

の

工
場

で
合
意

が
達

成

さ

れ
、

そ

の
大
多

数

は

労
使
関

係

委

員
会

に
よ

っ
て
承

認

さ

れ

た
。

ま
た
、

労

使

に
よ

っ
て
最

終
合

意

ま

で
達

成

で
き

な

か

っ
た

工
場

に

つ

い
て

は
、

労

使

関

係

委

員

会

に
よ

っ
て

調

停

が

な

さ

れ
、

四
%

の
賃

上
げ

を

認

め
た

金

属
産
業

裁
定

が
下

さ
れ

た
。

生

産

性

交
渉

の
結

果
結

ば
れ

た
金

属
産

業

の
労
使
協

定

の
う

ち
、

四

七
%

は

訓
練

制

度

の
導

入
を
含

ん

で
お
り

、

四
〇
%

は

労
使

協
議

制

の
導

入
を
、

二
三
%

は

テ
ー
ブ

レ
1

ク

や
食
堂

へ
の
補

助

の
撤

廃

を
、

ニ
ニ
%

は

T
Q

C

な
ど

の
新

し

い
生
産

制
度

の
導

入
を

含

ん

で

い
た
。

ア

コ
ー

ド

4

(
一
九

八

八
年

八
月
)

で

は
、

ア

ワ
ー
ド

の
再

構

築

(
ア

ワ
ー

ド
リ

ス
ト

ラ

ク
テ

ン
グ
)

を

推
進
す

る

こ
と
を

条

件

と
し

て
、

八
九
年

三
月

か

ら

三
%

プ

ラ

ス

一
〇
ド

ル

の
賃

金

引

き

上
げ

を

行

っ
た
。

ア

コ
ー
ド

5

(
一
九

八
九
年

四
月
)

で

は
、
賃

金

体
系

の
見

直

し
を

条

件

に
、

習

熟
度

に

応
じ

て

二
〇

⊥

二
〇
ド

ル

の
三
段

階

の

賃

金

引

き

上
げ

を

二
回

に
分
け

て
行

っ
た
。

一
九

八
五
年

以
降

の
賃

金

上
昇

は
、

消
費

者

物

価

上
昇

を

下

回

る
水

準

と

な

っ
た
。

ω

ア

コ
・ー
ド

6

(
一
九

九

〇

年

)

一
九

九

〇

年

の

二
月

、

政

府

と
A

C

T

U

と

の
間

の
交

渉

の
結

果

、

ア

コ
ー

ド

6

(
一
九

九

〇

-
九

一
年

ア

コ
ー

ド

)

の

内

容

が

決

定

し

た

。

こ

の

主

要

内

容

は

、

以

下

で

あ

る
。

一
、

九

月

か

ち

の

四
半

期

の
消

費

者

物

価

上
昇

率

(
C

P

I

)

が

一

・
五
%

と

予

想

さ

れ

る

の

で

、

一
月

よ

り

一

.
五
%

の
賃

上

げ

を

行

う

。

180
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二
、

一
九

九

一
年

五
月

よ
り

、

全

労
働

者

に
対

し

て
週

一
ニ
ド

ル

の
賃

上
げ

を
行

う
。

三
、

一
九

八
九
年

度

と
同
規

模

の
減

税

を

行
う
。

四
、

職
業

年

金

三
%

ア

ッ
プ

を

3
年

以
内

で
段

階

的

に
実

施

す

る
。

五
、

生
産

性

と
利

益

分

配
率

を

ベ
ー

ス

と
し

て
、

七
%

を

上
限

と

し

た

企

業

レ

ベ

ル

の
オ

ー

バ

ー

ア

ワ

ー

ド

の
賃

金

交

渉

を

行

う
。

⑤

ア

コ
ー

ド

7

(
一
九
九

三
年

)

一
九
九

三
年

三
月

の
総

選

挙

後

の

四
月
、

労
働

党

政
府

と
A

C

T
U

と

の
間

で
、

ア

コ
ー
ド

7

が
ま

と
ま

っ
た
。

ア

コ
ー

ド

7

で

は
、

企
業

別

交
渉

を
よ

り

促

進
す

る
事

が
同

意

さ

れ
た

。

そ

の
主

要

な

内
容

は

以
下

で
あ

る
。

一
、

三
年

間

で
最

低

五
〇

万

の
雇

用

を
増

大
す

る
。

二
、

低

い
イ

ン
フ

レ
!

シ

ョ
ン

の
レ

ベ

ル
を
維

持
す

る
。

三
、

使

用
者

と
雇

用
者

と

の
産

業

や
企

業

レ

ベ
ル
で

の
交

渉

を
奨

励
す

る

こ

と

に
よ

り

、

硬
直

的
賃

金

(≦
餌
㈹
Φ

麟
メ
蝉
鉱
o
め
)

を

移

行
さ

せ

る
。

四
、

す

べ
て

の
労

働

者

は
、

最

低

限

の

ア

ワ
ー
ド
賃

金

と
労
働

条

件

が
保
障

さ
れ
、
か

つ
、
仲

裁
機

関

へ
の
提

訴

を
認

め

る

こ
と
。

⑥

ア

コ
ー

ド

8

(
一
九
九

五
年

)

一
九

九

五
年

五
月

に
ま

と
ま

っ
た

ア

コ
ー

ド

8
は
、

ア

コ
ー
ド

7

で

の
同
意

を

継
承

し
、

企

業

別

交
渉

を

広
げ

る

こ
と
を
奨

励
し

た

内

容

が
骨

子

と
な

っ
て

い
る
。

す

な
わ

ち
、

平
等

的

で
効

率

的

な
賃

金

シ

ス
テ

ム
運
用

、

な

ら
び

に
交
渉

プ

ロ
セ

ス

の
役
割

を

確

保
す

る
た

め

に
、

ア

コ
ー

ド

は
、

最

低
限

の

ア
ワ
ー

ド
賃

金

と
労

働

条
件

を

保

障
す

る
た

め

に
維

持
す

る
。

ま
た

、
企

業

別

交
渉

が

出
来

に
く

い
低

賃

金

労
働

者

に

つ

い
て
は
、

経

済
要

因

や
社
会

要

因

を
考

慮

し

て
、

週
給

を

九
豪

ド

ル

か
ら

一
二
豪

ド

ル
程
度

引

き

上
げ

る
、

と

い
う

内
容

で
あ

っ
た

。

一
九

九

六
年

三
月

に
、

・連
邦

政

府

が

労
働

党
政

権

か

ら
、

ホ

ワ

ー
ド

保

守

党

政
権

に
変

わ

っ
た

こ

と
か
ら
、

今

後

ア

コ
ー

ド

に
よ

る
賃

金

決
定

の
維

持

が

困
難

に
な

る

で
あ

ろ
う

と
予

想

さ

れ

る
。

第

五
節

ア
ワ
ー
ド
を
基
準
と
し
た
賃
金
決
定

ω

ア
ワ

ー

ド

と
は

何

か

今

ま

で
述

べ

て
き

た

よ

う

に
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の

公

共

部

門

、
民
間

部

門

と
も
、
雇

用
者

の
従
業

員

の
多

く

は

ア

ワ
ー

ド

(裁

定
)

を
基

準

と
し

た
賃

金

決
定

が

さ
れ

る

と

い
う
特

徴

が

あ

る
。

ま

た
、

労

働
時

間
、

休

日

と

い

っ
た

他

の
労
働
条

件

も

ア
ワ
ー

ド

811

を
基

準

と
し

て

い
る
ケ

ー

ス
が

一
般

的

で
あ

る
。
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シ ドニーにあ る中規模 の 印刷会社の従業 員 に適用 され るア ワー ド図表田

職 種 ア ワ ー ド

印刷現場従業員 FederalGraphicArtsAward

事 務 、 タイ ピ ス ト、速 記 Clerks{State)Award

トラ ッ ク ドラ イ バ ・一 Transportindustry(State)Award

掃 除 Watchmen,CaretakersandCleaners(State}Award

販 売 CommercialTravellers(State)Award

(出 所AlexanderR.(1990)P.126)

ア
ワ

ー
ド

(餌
薯
餌
こ

)

と
は
、

労
働

裁
判

所

(ぎ
α
¢
ω叶鼠
巴

『
Φ
-

}餌
鉱
o
コ
。。
時
ぎ
ニ
コ
巴
)
に
よ

っ
て
決
定

さ

れ
、
公
式

文
書

化

({o
門∋
巴

匹
0
2

ヨ
Φ
馨
)

さ

れ

た
、

組

合

員

の
労

働

条

件

や
賃

金

な

ど

規

定

し

た

裁

定

(ア

ワ
ー

ド
)

で
あ

る
。

現

在

、

約

一
〇
〇

程
度

の
連

邦

ア

ワ
ー

ド

が
存

在
す

る
。
連

邦

ア

ワ

ー
ド

は
、

以
前

は
連

邦
調

停

・
仲

裁

委

員

会

(A
C

A

C
)
、

現
在

は

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委

員

会

(A
I

R
C

)

に
よ

っ
て
作

成

さ

れ

る
。
ま
た

、
多

く

の
州

ア

ワ
ー

ド

(ω什
蝉
骨①
餌
～<
飴
「創
)

が
存

在
す

る
。

同

一
の
企

業

の
従
業

員

で
も
、

組

合

や
職

種

等

の

相
違

に

よ

り

、

違

っ
た

ア

ワ
ー
ド

が
適

用

さ

れ

る
ケ

ー

ス
が
多

い
。

図
表

10

は
、

シ
ド

ニ
ー

に
あ

る
中

規
模

の
印
刷

会

社

の
従
業

員

に
適
用

さ

れ

る

ア

ワ
ー

ド

の
ケ

ー

ス
で
あ

る
。

こ
の
印

刷
会

社
で

は
、

従
業

員

の
職

種

に
よ

り

五

つ
の

ア
ワ
ー

ド

が
適

用

さ

れ

て

い
る
。

ア
ワ

ー

ド

が

適

用

さ

れ

な

い
従

業

員

が

一
五
%

ほ

ど

い
る

と

さ

れ

る

が
、

そ

の
多

く

が
管

理
職

や
経
営

者

レ

ベ
ル

の
従
業

員

で
あ

る
。

図

表

11

は
、

連

邦

ア
ワ
ー

ド

と
州

ア
ワ
ー

ド

に
よ

っ
て

カ
バ

ー

さ

れ

る
雇

用
者

数

と
そ

の
割

合

を
表

わ
し

て

い
る
。

ア
ワ

ー
ド

が

適
用

さ

れ
る
雇

用

者

は
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
全

雇
用

者

の

八
〇

%

に
も
達

す

る
、

約

五

六

五
万

人
で

あ

る
。

そ

の
う

ち
、

連

邦

ア

ワ
ー

ド

が
適

用

さ

れ

る
雇

用
者

は
、

三

一

・
五
%

、

州

ア

ワ
:

ド

が
適

用

さ

れ

る
雇

用

者

は

四
六

・
五
%

で
あ

る
。

ま

た
、

公
共

部

門

の
雇

用

者

の

ア

ワ

ー

ド

適

用

率

は

九

七

・
八
%

と
極

め

て
高

1$2
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図 衰11連 邦 ア ワー ドと州 ア ワー ドに よ っ て カバ ー され る雇 用 者 の 割 合

州 、 テ リ ト リ ー 雇 用 者 数

(Ili人)

ア ワー ドが適用 される雇用者 の割合

連邦 州 アワー ド 合 計
アワー ド

(%)

ア ワー ドが

適用 され ない

割合(%)

男 性

NewSauthWales

Vicfioria

Queensland

SouthAustralia

WesternAustralia

Tasmania

NorthernTerritory

AustrakianCapitalTerritory

オ ー ス ト ラ リ ア 合 計

民 間 部 門

公 共 部 門

i,ono.3

919.1

412,7

267.7

267.6

782

33.4

65.0

3,174.1

2,229.2

944.9

32,8

45.7

28,9

41.4

24,1

49.7

84.9

83,2

38.0

33.8

48.0

40.6

28.1

48.6

3s.5

50,2

35,3

1,3

0.7

31,3

32.0

49.9

74,

78.2

19,4

79,fi

75.5

86.3

86,4

84,6

η.3

.,

98.2

25.9

21.8

zo.s

zo.a

24.5

13.7

13.6

f5,4

22.7

31.6

1,8

女 性

NewSouthWales

Victoria

Queensland

SouthAustralia

WesternAustralia

Tasmania

NorthternTerritory

AustrakianCapitalTerritory

オ ー ス ト ラ リ ア 合 計

民 間 部 門

公 共 部 門

839,2

691.9

371.5

219,4

z2a,s

51.7

22,3

57.6

2,478,2

C,728.3

749,9

5

6

0

4

3

3

1

7

8

7

6

3

6

7

8

4

-

2

1

2

1

2

8

8

2
■

32

ハ
U

n
U

サ

　

Q
J

う
」

ー

つ
ρ

2

8

5

6

7

0

3

2

9

4

8

1

5

1

-

2

[σ

[0

直
U

ρ◎

ρ◎

ρ0

」
噌

n
U

◎
」

コ

ヒ

ひ

や

0
0

ρ
0

3

隔
曜

[
」

農
U

78,5

87.3

85.D

:.

82,5
..,

:'・

87.7

83.5

77.6

97.3

5

7

0

7

5

6

4

3

ゆ

サ

つ

の

コ

　

　

　

1

2

5

3

7

0

0

2

2

1

1

ー

ー

l

l

ー

5
　

61

4

ツ
～

う
6

ウ
ら

2

合 計

NewSouthWales

Victoria

Queensland

SouthAustralia

WesternAustralia

Tasmania

NorthernTerritory

AustrakianCapitalTerritory

オ ー ス ト ラ リ ア 合 計

民 間 部 門

公 共 部 門

909.5

1,610.9

844.2

487.

49Z.3

129.8

55.7

122,6

5,652.2

3,951,4

694.8

26,5

37.9

23.2

33.3

zo.s

40.8

86.2

83.9

31.5

27.3

41.3

48.8

39,fi

57.3

47,8

57,3

45,6

1.3

1.4

46.5

42.4

5fi,

76.

82.1

81.8

82,6

78.7

$7,5

87.7

:.1

8D,0

72.4

97.8

23.9

7,9

18.2

i7.a

21.3

12,5

12.3

4.0

20.0

27.6

2.2

(出 所:FoxC.B,

183

{1990,P.412)
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い
。

民
間

部
門

の
雇

用

者

の
ア

ワ
ー
ド

適

用

率

は

七

二

・
四
%

と

公
共

部
門

よ

り
低

く

な

っ
て

い
る
。

ア

ワ
!
ド

は
、

賃

金

、

労
働

時

間
、

休

日

・
休

暇

な
ど

労

働

条

件

の
か
な
り

の
事

項
を

規

定

し

て

い
る
点

か
ら

す

る

と
労
働

協
約

に
近

い
も

の
で
あ

る

が
、

ア
ワ

ー
ド

は

労

働
協

約

と
は
多

く

の
点

で
異

な

っ
て

い
る
。

第

一
に
、

ア

ワ
ー

ド

は
、

法
律

上

の
契

約

と
し

て

の
地

位
を

有

し

な

い
の

で
、

ア

ワ
ー

ド

へ
の
違

反

に
対

し
裁

判

所

へ
請
求

を

す

る

こ
と
は

出
来

な

い
。

第
・二
に
、

労
働

協

約

は
通
常
、

労
使

の
当
事

者

に
よ

っ
て

文
書

化

さ
れ

る

が
、

ア
ワ
ー

ド

は
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委

員

会

の
よ
う

な
連

邦

や
州

の
調
停

・
仲
裁

機

関

に
よ

っ
て

文
書

化

さ

れ

る
。
す

な

わ
ち
、

ア

ワ
ー

ド

は
、

労

使

の
意

見

を

聴

取
し
、

そ

の
議

論

を

基
礎

と
し

て

公
的

な
調

停

・
仲
裁

機

関

に
よ

っ
て
文

書

化

さ

れ
た

協
定

文
書

で
あ

る
。

次

に
、

ア
ワ

ー
ド

の
特

轍

や
、

そ

の
基

本

理
念

に

つ

い
て
見

て

み
よ

う
。

ア

ワ

ー

ド

の

基

本

理

念

と

し

て
第

一
に
、

比

較

賃

金

公

正

(o
o
ヨ
℃
蝉
「
餌
鉱
く
①

芝
⇔
ぴq
Φ

冒
珍
一〇
Φ
)

と

い
う

考

え
方

が
あ

る
。

比
較
賃

金

公

正

と
は
、

違

っ
た
企

業

や
産

業

に
お

い
て
も
、

同

一

の

仕
事

を

行
う

労

働
者

は
、

企
業

や
産

業

の
支
払

い
能

力

に

か
か

わ

ら
ず

、

ほ

ぼ
同

一
の
賃

金

を
得

る

べ
き

で
あ

る

と

い
う

原
則

で

あ

る
。

例

え
ば
、

同

一
の
ア

ワ
!
ド

に
よ

っ
て
規
定

さ

れ

て

い
る

塗
装

工
は
、

使

用
者

や
労
働

環

境

が
違

っ
て
も
原

則

的

に

は
同

一

の
賃

金

と
な

る
。

高

い
足
場

の
上

で
作
業

す

る
塗

装

工

と
地

上

で

作
業

す

る
塗

装

工
が

い
た

と
す

る

と
、

前

者

の
塗

装

工
が

よ
り

高

い
賃

金

を
要

求
す

る

と
考

え

る

で
あ

ろ

う

が
、

ア
ワ
ー

ド

で

は

そ

れ
を

反

映
し

な

い
で
、

同

一
賃

金

で
あ

る
。

ま

た
、

機

械

工
に
対

す

る
賃

金

は
、

機

械

工
に
対
す

る
賃

金

が
あ

る
だ

け

で
あ

り
、
「良

い
機

械

工
」

や

「
悪

い
機

械

工
」

に
対

す

る
賃

金

と

い

っ
た

も

の

は

な

い
。

こ
れ

は
、

一
生
懸

命

働

い
て
も
、

い
い
加

減

に
働

い
て

も

賃

金

は
変

わ

ら
な

い
と

い
う
弊

害

に
も

な

る
。

ま
た

、

比

較
賃

金

公
正

は
、

す

べ
て

の
職

種

の
賃

金

は
相

互

に

関
連

づ
け

る

べ
き

で
あ

る

と

い
う

原

則

を
も
含

む
。

調
停

・
仲
裁

機
関

は
、
賃

金

全

体

に

つ

い
て

の
構

造

を
作

り

上
げ
、

す

べ
て

の

職

種

の
賃

金

を

相

互

に
首

尾

一
貫

し

た

も

の
に
し
よ

う

と
試

み

て

き

た
。
こ

の

比
較
賃

金

公
正

の
原

則

は
、
弱

小
組

合

の
労
働
者

も

、

カ

の
あ

る

大
き

な
労
働

組

合

の
労
働

者

と
ほ

ぼ
同
水

準

の
賃

金

や

労
働

条

件

を

認

め
よ

う

と

し
た

こ
と

か
ら
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

は

比
較

的

格

差

の
少

な

い
平

準

化

し

た
賃

金

・
労
働
条

件

が
形
成

さ

れ

た
。

第

二
に
、

賃

金
、

労
働
時

間

を

は

じ

め

と
す

る

ア
ワ

:
ド

の
規

定

は
、

す

べ

て
最

低

の
基

準

で
あ

る
。

も

し
、

あ

る

労

働
者

が
、

あ

る

ア
ワ
ー

ド

に
よ

っ
て
カ

バ
!

さ
れ

て

い
れ

ば
、

使

用
者

は
そ

の
労

働
者

が

行
う

職

務

の
内
容

に
応
じ

て
、

そ

の
ア

ワ
ー

ド

が
規

定

し

て

い
る
最

低
賃

金

を

支

払

わ

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。

も

ち
ろ

184
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ん
、

使

用
者

は

ア
ワ
ー

ド

以
上

の
賃

金

を

支

払

う

こ

と
が

で
き

る

し
、

し

ば
し

ば

そ
れ

を
余
儀

な

く

さ

れ
る
。

こ

の
ア
ワ

ー
ド

以
上

の
賃

金

を
、

オ

ー

バ

ー

ア

ワ
ー

ド

賃

金

(o
<
①
雫
餌
芝
費

α

"
鋤
甲

ヨ
Φ
簿

)

と

い
う
。
賃

金

だ

け

に

限

ら
ず

、

例

え

ば
、

労

働

時

間

に

つ

い
て
、

ア

ワ
ー

ド

が
規
定
す

る

労
働
時

間

を

さ
ら

に
短
縮
す

る

こ

と
も

あ

り

う

る
。

要

す

る

に
、

ア

ワ
ー
ド

は

、
最

低

の
基
準

を

設
定

し

た

に
す

ぎ

な

い
。

ア
ワ
ー

ド

の
規
定

は
、

最

も

利

益

が

少
な

く
、

も

っ
と
も
支

払

い
能

力

の
低

い
使

用
者

が
支

払

う
最

低

賃

金

水
準

で
あ

る

と
も

い
え

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
最

低
賃

金

の
概
念

は
、

日
本

や

ア

メ
リ

カ

の
最

低
賃

金

の
概
念

と
は
異

な

っ
て

い
る
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の

最

低
賃

金

の
思

想

は
、

労

働
者

と
そ

の
家

族

が
快
適

な

生

活
水

準

を

維

持
し

え
る

し

ベ
ル

の
賃

金

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

日
本

や

ア
メ
リ

カ

は
、

文
字

通
り

、
最

低
賃

金

は

そ

れ
を

下

回

る
水

準

で
は

生
活

し

え

な

い
と
し

て
設
定

す

る
、
貧

困

ラ
イ

ン

の

レ
ベ

ル

の
賃

金

で

あ

る
。

オ

ー

バ

ー

ア

ワ
ー
ド
賃

金

は
、

個

別
企

業

の
労
使

に
よ

る

団
体

交
渉

に
よ

り

決
定

さ
れ

る
事

例

が
あ

る
。

団

体
交

渉

の
結

果

と
し

て
、

極

め

て
詳

細

な

協
定

文

書

が
作

成

さ

れ

る
ケ

ー

ス
も

あ

る
。

ま
た

、

場
合

に
よ

っ
て

は
、

何
等

協

定

も

な
く
、

単

に
、

オ

ー

バ

ー

ア

ワ
ー
ド

に
関
す

る
労

使

の
了

解

が
存

在

す

る

に
す

ぎ

な

い
ケ

ー

ス
も
あ

る
。

そ

の
ほ

か
、

明

確

な

労
使

の
団

体
交

渉

と
も

い
え

る
も

の
は
存

在

せ
ず
、

会

社

は

ア
ワ

ー
ド

レ
ー
ト

の

一
〇
%

増

し

の
オ

ー

バ
ー

ア
ワ
ー

ド
賃

金

を

支

払
う

と

い
う
慣

例

に
な

っ
て
お

り

、

ア

ワ
ー

ド

が
改

定

さ

れ
れ

ば
、

そ

れ

に
し

た

が

っ
て
会

社
は

新

た

に
そ

の

一
〇
%

増

し

の
賃

金

を

支

払
う

と

い

っ
た
事

例
も

あ

る
。ア

ワ

ー
ド

は
、

多
く

の
場

合

、
賃

金

に
関
す

る

ミ

ニ

マ
ム

・
レ

ー
ト

、
最

低
賃

金

を

提

供
し

て

い
る

が
、
労
働

時

間

、
有

給

休

暇
、

病

気

休

暇
、

年

金

等

の
事

項

に

つ
い
て
は
、

通
常

、

ア
ワ
ー

ド

に

規

定

さ

れ

て

い
る
水

準

が
実

際

に
も

そ

の
ま

ま
適

用

さ

れ

て

い
る

場

合

が

多

い
。

②

産
業

お
よ
ひ
職
業

ア
ワ
ー
ド

あ

る
産

業

で

は
、

そ

の
中

に

多

数

の
組

合

が
あ

る

た

め

、

多

数

の

ア

ワ

ー

ド

が

存

在

し

て

い
る

。

し

か

し

、

典

型

的

に

は

、

多

く

の
産

業

で

は

、

一
つ
の

ア

ワ

ー

ド

が

産

業

内

の
従

業

員

の
多

く

を

カ

バ

ー

し

て

い
る

。

そ

の

よ

う

な

ア

ワ

ー

ド

は

、

そ

れ

が

あ

る

一

つ

の

産

業

に

の

み

適

用

を

制

限

し

て

い

る

と

い

う

意

味

で

は

な

く

、

ア

ワ

ー

ド

に

よ

っ
て

カ

バ

ー

さ

れ

る

職

業

分

類

が

主

に

あ

る

産

業

に

お

い

て

見

ら

れ

る

と

い
う

意

味

に

お

い
て

産

業

ア

ワ

ー

ド

(
一昌
島
¢
ω
叶「
一蝉
一

餌
♂<
餌
同
α
ω
)

な

の

で

あ

る

。

た

と

え

ば
、

グ

ラ

フ

ィ

ク

ア

ー

ト

ア

ワ

ー

ド

、

牧

畜

ア

ワ

ー

ド

、

輸

送

労

働

者

ア

ワ

ー

ド

、

金

属

産

業

ア

ワ

ー

ド

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の
産

業

で

高

い
比

重

を

占

め

て

い

る

代

表

的

職

種

.
職

業

分

類

が

、

印

刷

工
、

羊

毛

刈

り

851

職

、

ト

ラ

ッ
ク

ド

ラ

イ

バ

ー

、

金

属

工

で

あ

る

と

い
う

意

味

に

お
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い
て
産

業

ア
ワ
ー

ド

な

の
で
あ

る
。

し

か
し

な

が
ら
、

あ

る
産
業

で
代

表

的
職

種

で

は
な

い
職

種

の
従
業

員

で
あ

る
場

合
、

そ

の
産

業

ア
ワ

ー
ド

は

適
用

さ
れ

な

い
こ

と
が

あ
る
。

例

え
ば
、

輸

送
会

社

で
は

な

く
建

設

会

社

で
働

く
ト

ラ

ッ
ク
ド

ラ
イ

バ

ー

は
、

建

設

産
業

ア

ワ

ー

ド

で

は

な

く

輸

送

労

働

者

ア

ワ

ー

ド

が

適

用

さ

れ

る
。多

く

の
産
業

に
お

い
て
通
常

見

ら

れ

る
状

況

は
、

大
多

数

の
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー

の
従
業

員

は
、

各

々
の
産

業

で

の
主
要

な

ア
ワ

ー
ド

下
に
お

か
れ

る

が
、

や

や
特

殊

な
職

種
、

例

え
ば

メ

イ

ン
テ

ナ

ン

ス
や

サ
ー

ビ

ス
等

の
ブ

ル
ー

カ
ラ

ー
従

業

員

は
、

産
業

ア

ワ
ー

ド

で
は

な

く
、
職

業

ア
ワ
ー

ド

下

に
お

か

れ
る
。
監

督

者
、
事

務
職
、

専

門

職
、

管

理
者

や
経

営

ス
タ

ッ
フ
で
も

、
職

業

ア
ワ
ー

ド

が
存

在
し

て

い
る
。

シ
ド

ニ
ー

に
あ

る
醸

造

会

社

の
ケ

ー

ス
を

取
り

上
げ

て
オ

ー

ス

ト

ラ
リ

ア
企
業

の
ア

ワ
ー
ド

に

つ
い
て
説

明

し

よ
う
。

こ
の
会

社

は
、

ブ

ル
ー
カ

ラ

ー
、

ホ

ワ

イ
ト

カ

ラ

ー
を
含

め

て

一
五
〇
〇

人

の
ア

ワ
ー

ド
従
業

員
を

雇

用

し

て

い
る
。
ブ

ル
ー

カ

ラ
ー

一
二
〇

〇

人

の
う

ち
、

九
〇

〇

人

が
産
業

組

合

で
あ

る

連

邦

リ
キ

ュ
ー

ル

産
業

従
業

員
組

合

(9

Φ

「
Φ
匹
Φ
「
讐
Φ
匹

ピ
昼
ロ
o
門

口
p
α

〉
=
一Φ
α

ぎ
匹
=
ω
け『
《

頃
日
且
o
緒
Φ
①
ω
.
d
コ
δ
コ
)

に
所

属
し

、

リ
キ

ュ
ー

ル
職

(
醸

造

)
ア

ワ

:

ド

(ピ
喜

霞

目
田

山
Φ
ω
(
じd
噌
霧

Φ
膏

ω
)
》
器

「
α
ω
)

が
適

用

さ
れ

て

い
る
。

そ

の
他

の
ブ

ル
ー

カ

ラ
ー

三

〇
〇

人

の
う

ち
約

三

分

の

二
の
従
業

員

は
、

二

つ
の
組
合

に
属

し

て
お

り
、

一

つ
は

ボ

イ

ラ

i

職

の
組

合

、

他

の

一
つ
は

メ

イ

ン
テ

ナ

ン

ス
職

の

組

合

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

組

合

に

属

す

る

従

業

員

は

、

も

ち

ろ

ん

各

々

の

ア

ワ

ー

ド

が

適

用

さ

れ

る

。

そ

の

ほ

か

ブ

ル

ー

カ

ラ

ー

約

一
〇

〇

人

は

、

一
二

の
組

合

に

属

し

て

い

る

。

そ

の
適

用

さ

れ

る

ア

ワ

ー

ド

の

数

は

、

つ

い
最

近

ま

で

一

一
あ

っ
た

が
、

現

在

は

統

合

さ

れ

て

六

に

な

っ
て

い
る

。

ホ

ワ

イ

ト

カ

ラ

ー

従

業

員

で

も

、

同

様

の

パ

タ

ー

ン

が

あ

る

。

三

〇

〇

人

の

ホ

ワ

イ

ト

カ

ラ

i

従

業

員

の

大

多

数

は

、

連

邦

事

務

職

組

合

(9

Φ
閃
Φ
α
霞

讐

①
鳥

Ω

Φ
蒔

俄

¢
三

〇
コ
)
に

所

属

し

、

事

務

職

(
一
般

)
ア

ワ

ー

ド

(讐

Φ
Ω

①
昏

ω
、

(O
①
=
①
「
巴
)

〉
を

胃

血
ω
)

が

適

用

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

約

三

〇

人

の

ホ

ワ

イ

ト

カ

ラ

ー

は

、

こ

の

ア

ワ

ー

ド

が

適

用

さ

れ

ず

、

5

つ

の
組

合

に

所

属

し

、

五

つ

の

ア

ワ

ー

ド

が

適

用

さ

れ

て

い
る

。

㈹

プ

リ

マ

リ

ー

ア

ワ

ー

ド

と

セ

コ

ン

ダ

リ

ー

ア

ワ
ー

ド

ア

ワ

ー

ド

に

は

、

プ

リ

マ

リ

ー

ア

ワ

ー

ド

(O
ユ
ヨ

餌
蔓

餌
を
鎚

α
ω
)

や

ペ

ア

レ

ン
ト

ア

ワ

ー

ド

(冨

『
Φ
葺

餌
≦
餌
巳

。。
)

と

呼

ば

れ

る

も

の

と
、

セ

コ

ン

ダ

リ

ー

ア

ワ

ー

ド

(
ω
Φ
o
o
⇒
匹
国
蔓

騨
芝
碧

伽
ω
)

と

呼

ば

れ

る

2

種

類

の

ア

ワ

ー

ド

が

あ

る

。

ペ

ア

レ

ン
ト

ア

ワ

ー

ド

は
、

通

常

、

産

業

で

の

ア

ワ

ー

ド

を

主

導

し

、

標

準

・
基

準

と

な

る

ア

ワ

ー

ド

で

あ

る

。

セ

コ

ン
ダ

リ

ー

ア

ワ

ー

ド

は

、

プ

リ

マ
リ

ー

ア

ワ

ー

ド

に

運

動

し

て

変

わ

る

傾

向

が

あ

る
。

具

体

的

実

例

と

し

て

、

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス

ト

を

取

り

上

げ

て

、

ア

ass
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ワ

ー

ド

に

つ

い

て

説

明

し

よ

う

。

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス
ト

の

ペ

ア

レ

ン

ト

ア

ワ

ー

ド

は

、

大

都

市

で

の

日
刊

新

聞

を

発

行

し

て

い
る

会

社

の

ジ

ャ
ー

ナ

リ

ス

ト

の
多

く

に
適

用

さ

れ

る

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス
ト

・

メ

ト

ロ
ポ

リ

タ

ン

・
デ

ィ
リ

:

ニ

ュ
ー

ス

・
ペ

ー

パ

ー

・
ア

ワ

ー

ド

(梓冨

』
。
霞

邑

韓

.
竃
魯

。
℃
。
澤

窒

守

ξ

z
Φ
芝
ω
B

℃
臼

》
≦
費

鳥
)

で

あ

る

。

さ

ら

に

、

セ

コ

ン

ダ

リ

ー

ア

ワ

ー

ド

と

し

て
、

新

聞

や

雑

誌

で

働

い
て

い
る

他

の

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス
ト

の

ア

ワ

ー

ド

で

あ

る

三

一
の
連

邦

ア

ワ
ー

ド

が

あ

る

。

こ

れ

ら

の

ア

ワ

ー

ド

は

、
特

に
、
地

域

性

、
仕
事

の

タ

イ

プ

、
企

業

の
種

類

、
国

籍

、

と

い

っ
た

雇

用

の
特

質

、

性

格

が

考

慮

さ

れ

て

い
る

。

他

で

も

同

様

の

パ

タ

ー

ン

が
見

ら

れ

る

。

連

邦

ア

ワ

ー

ド

の

数

は

、
パ

イ

ロ

ッ
ト

や

フ

ラ

イ

ト

ク

ル

ー

が

二

九
、
銀

行

事

務

が

八
、

自

動

車

産

業

が

一
六

、

ト

ラ

ッ
ク

輸

送

産

業

が

四
〇

、

事

務

員

が

二

五
、

醸

造

産

業

が

一
二
あ

る

と

さ

れ

る

。

全

体

で

、

連

邦

ア

ワ

ー

ド

と
し

て
、

五

〇

か

ら

六

〇

の

ペ

ア

レ

ン
ト

ア

ワ

ー

ド

と

、

約

一
四

〇

〇

の

セ

コ

ン

ダ

リ

ー

ア

ワ

ー

ド

が

あ

る

。

ベ

ア

レ

ン
ト

ア

ワ
ー

ド

の

な

か

で
、
特

に

金

属

業

ア

ワ

ー

ド

(芸

①
]≦
卑
巴

↓
「
帥
匹
Φ

〉
≦
舘

匹
)

は
、

オ

!

ス

ト

ラ

リ

ア

の

ア

ワ

ー

ド

決

定

に

も

っ

と

も

影

響

を

与

え

て

お

り

、

標

準

・
基

準

ア

ワ

ー

ド

で

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

る
。

鋤

単

=
雇
用
者

ア
ワ
ー
ド
と
多
数
雇

用
者

ア
ワ
ー
ド

ア

ワ
ー
ド

に
は
、

企

業

だ

け
を

対
象

と
す

る
単

=
雇
用
者

ア
ワ

単 一 雇 用 者 ア ワ ー ドと多数 雇 用 者 ア ワー ドの 数(1954～198T年)図 衰12

民間部門

合 計公共部門(年)

単一雇 用者 アワード多数雇用者アワード

301

731

1267

90

155

366

35

256

496

ins

320

405

1954

1974

.・

(出 所DeerySJ(1991)P.374)

187
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ー

ド

(ω
据

げ

Φ
暑

ξ

霞

睾

費

鳥
ω
)

と
、

多

数
企

業

を

対

象

と
す

る
多

数

雇

用
者

ア

ワ
ー

ド

(ヨ
島
亭

Φ
∋
覧
o
《
Φ
『
餌
名
曽

鳥
ω
)

が
あ

る
。

単

=
雇
用
者

ア

ワ
ー

ド

は
、
企

業

内

で
労
使

に
よ

る

個

別
交

渉

に
よ

る

ア

ワ
ー

ド

で
あ

る
。

多

数
雇

用

者

ア
ワ

ー
ド

は
、

企
業

の
上

位

レ

ベ
ル
で

の
組

合

組

織

と
使

用
者

団

体

と

の
間

で
行

わ

れ

る

労
使

交
渉

に
よ

る

ア

ワ
ー

ド

で
あ

る
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

で
は
、

近

年

単

=
雇
用

者

ア
ワ
ー

ド

の
割

合

が

増

加
し

て

い
る
。

図

表

12

は
、

民

間

企
業

の
連

邦

ア

ワ
ー

ド

に
お

い
て
、

単

=
雇
用

者

ア

ワ
ー

ド

と
多

数
雇

用

者

ア
ワ

ー
ド

の
数

の
推

移

を
見

た

も

の

で
あ

る
。

民
間

企

業

に
対
す

る
連

邦

ア

ワ
ー
ド

は

、

一
九

五

四
年

に
は
、

単

=
雇
用

者

ア

ワ
ー
ド

が

三
五

に
対

し
、

多

数
雇

用

者

ア

ワ
ー

ド

が

一
七
六
、

七

四
年

に
は
、

単

一
雇

用
者

ア

ワ
!

ド

が

二

五

六

に
対

し
、

多

数
雇

用

者

ア
ワ
ー

ド

が

三

二
〇

で

あ
り
、

多

数

雇

用

者

ア
ワ

ー
ド

の
方

が
多

か

っ
た

。

八
七
年

に
は
、

こ
れ

が

四

九

六
対

四
〇

五

と
逆

転

し
、

単

=
雇
用

者

ア
ワ
:

ド

の
方

が
多

く

な

っ
て
き

て

い
る
。

一
企

業

が

い
く

つ

の
ア
ワ

ー
ド

を
持

っ
て

い
る

か

と

い
う
点

も

重

要

で

あ

る
。

図
表

13

は
、

A

W
I

R

S

に
よ

る

一
事

業
所

に
お

け

る

ア

ワ
ー
ド

の
数
、

お

よ

び

従
業

員

規
模

別

と
部
門

別

に
見

た

ア
ワ
ー

ド

数

(単

=
雇
用
者

ア
ワ

ー
ド

と
多

数
雇

用
者

ア

ワ
ー

ド

の
合

計

)

の
調
査

結

果

で
あ

る
。

一
事

業

所

あ
た

り

の
平

均

ア
ワ

ー

ド

数

は
、

二

・

一
で
あ

っ
た
。

ま

た
、

民
間

部
門

よ

り

公
共

部

門

の
方

が

ア

ワ
ー

ド

の
数

が

多

い

こ
と
、

規

模

が

大
き

い
ほ
ど

ア

ワ

ー
ド

の
数

が
多

い
こ
と
を

示

し

て

い
た

。

五
〇
〇

人

以
上

の
大

規
模

な
妻

所

に
な
る
と
・

ア
了

ド

の
数
は
民
間
部
門

で
は

五

螂

・
三
、

公

共

部

門

で

は

=

二

・
二
と

な

っ
た

。

㈲

合
意
裁
定

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

労
使

関
係

委

員

会

は
、

ま

た
調

停

に
持

ち

込

ま

れ

る

前

に

労

使

間

で

結

ば

れ

た

労

働

協

約

の

公

認

(チ
Φ

o
Φ
a

臣
o
蝉
二
8

0
h

m
αq
鴨
Φ
Φ
ヨ
Φ
耳
ω
)

を
す

る

権
限

を

持

っ
て

い

る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
労

使
間

で
自

主
的

に
賃

金

労
働

条

件

に

つ

い

て
協
約

を
結

び
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委
員

会

に
登

録

し

.て
認

め
て
も

ら

う

こ

と
も

可
能

と
な

る
。

こ

の
よ

う

な
形

で
認

め

ら

れ
た

協
約

も
裁

定

と
同

一
の
取
扱

い
を
受

け

る
。

近

年

か
な
り

の
裁

定

は
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
労
使

関
係

委

員

会

目
ら

が
決
定

し

た

所
産

で
は

な
く

、
事

前

に
経

営
者

と
労
働

者

と
が

一
応

の
合
意

に
達

し
た

も

の
を
オ

;

ス
ト

ラ
リ

ア

労
使
関

係

委

員
会

に
持

ち
込

み
、

権
威

づ
け

し

て
も

ら

う

形

と
な

っ
て

い
る
。

こ
れ
を
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

で
は
合

意

裁

定

(O
O
ゴ
[ω
Φ
口
け
餌
く
引鋤
「
α
)

と
呼

ん

で

い

る
。⑥

オ

ー

バ

ー

ア

ワ

ー

ド

裁

定

(
ア

ワ
ー
ド
)

は
、

通

常
、

賃

金

レ
ー
ト

や
雇

用
条

件

の

最

低

基
準

で
あ

る
。

組

合

は
、

裁
定

を
超

え

る
賃

金

レ
ー
ト

や
雇

用

条

件

を

経
営

側

か

ら
引

き

出
す

こ
と

は
自

由

で
あ

る
。

こ

の
こ
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図 表13-1 1事 業所 におけ るア ワー ドの数

割合(%)

goo

50

0

None 2^-34^-56^-7

1事 業 所 に お け る ア ワ ー ドの 数

8～9 io十

割合(%)

t5

io

」

0

5^一!920^-4950^-99fOO^-f99200^1-499500十

従 業 員 の 数

(出 所:CommonwealthDepartmentofIndustrialRelations"
,(1991},Y.41)
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と

か
ら
、

労
使
間

の
団

体

交
渉

は
、

裁

定

以

上

の

レ
ー

ト

や

条

件

に

つ

い
て

だ
け

に
限
定

さ
れ

る
。

裁

定

を

超

え
る
賃

金

水

準

を

支

払

う
事

を
、

オ
ー

バ
ー

・
ア

ワ
ー

ド
賃

金

(o
<
霞
由
≦
費

α

O
鋤
《
,

旨
Φ
暮
ω
)

と

い
う
。

ア

ワ
ー
ド

は
、

ア
ワ
ー

ド

が
適

応

さ

れ

る

地

域

に
お

い
て
、

原

則

と
し

て
同

一
労
働

同

一
賃

金

で
あ

り
、

個

々
の
企
業

業

績

に
よ

る
支

払

い
能

力

の
差

が
考
慮

さ
れ

な

い
。

そ

こ
で
、

業
績

の
よ

い

企
業

の
組
合

は
、

オ

ー

バ
ー

・
ア

ワ
ー

ド
賃

金

交

渉

に
よ

っ
て
賃

金

を

上
乗

せ
し

よ

う

と
す

る
。

経
営

側

も

高
額

賃

金

や

好
条

件

で

労

働

力

を

確

保

し
、

労

使

紛
争

を

避

け

る

た

め

に

こ

れ

に

応

じ

る
。オ

ー

バ

ー

・
ア

ワ
ー

ド
賃

金

の
適

用

状

況

の
調

査

に

よ

る

と
、

全
事

業

所

の
約

六

八
%

、
適

用

さ

れ

る

従
業

員

数
は

約

二

四
〇

万

入

で
あ

っ
た

。

た

だ
、

民
間

部
門

と
公

共

部
門

と

の
差

異

は

大
き

く
、

民

間

部
門

の
オ

ー

バ
ー

・
ア

ワ
!

ド
賃

金

適

用
率

は

約

七

七

%

で
あ

っ
た

が
、

公
共

部
門

の
そ

れ

は

八
%

で
あ

っ
た
。

ま

た
、

事

業
所

の
規
模

に
よ

る
差
異

も
あ

り
、

中

小
事

業

所

の
オ

ー

バ
ー

・
ア

ワ
!

ド
賃

金

適

用
率

は

、
約

七

三
%

で
あ

っ
た

が
、

大
規
模

事

業

所

で
は
約

四
六
%

で
あ

っ
た
。

図

表

14

は
、

産
業

別

の
見

た

オ

ー

バ

ー

・
ア

ワ
ー
ド
賃

金

の
適

用

状

況

の
調

査
結

果

で
あ

る
。

製

造

業

と
小
売

業

に
お

い
て
は
、

オ

ー

バ

!

.
ア
ワ

ー
ド
賃

金

適

用
率

が
高

い
の
に
対

し

て
、
情

報
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー

サ

ー

ビ

ス
、

公
共
管

理

の
部

門

の
そ
れ

に

つ

い
て

は
、

低

い
状

況

で
あ

る
。

事

図 表14

産 業

鉱 業

製造業

電気、 ガス、 水道

建 設

小 売

運輸、倉庫

情 報

金融、不動産、ビジネスサー ビス

公共管理

コ ミュニテ ィーサー ビス

娯 楽サー ビス

合 計

産業別 によ るオーバ ーア ワー ド賃金 を支給 して い る事業所 の割合

88

8

15

69

ss

79

ioa0 50

咄 所.CommonwealthDepartmentofIndustrialRelations",(1991)P,43)
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業

所

が
組

合

に
組

織

化

さ
れ

て

い
る

か
否

か

に
よ

る

オ
ー

バ
ー

・

ア
ワ
ー

ド
賃

金

の
適

用
率

調
査

に
よ

る

と
、

民
間

部

門

の
組
織

化

さ
れ

た
事

業

所

の
適
用

率

は
約

七
〇
%

に
対

し

て
、

組

織

化
さ

れ

て

い
な

い
事

業

所

の
そ

れ

は

八

一
%

と
な

っ
て
お
り

、

適

用
率

が

組

織

化

さ

れ

て

い
な

い
事

業

所

の
方

が
、

組

織

化
さ

れ
事

業

所

よ

り

や
や
高

く

な

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
、

オ

ー

バ
ー

・
ア
ワ
ー

ド
賃

金

が
、
事

業

所

で

の
交
渉

の
結

果

と

い
う
側

面
だ

け

で
な

く
、

優

秀

な

労
働

者

を
確

保

し
維
持

し
た

い
と

い
う

経

営
側

の
意

向

と
労

働

市
場

の
要

因

に
よ

る
も

の
で
あ

ろ
う

。

①

ア

ワ
ー

ド
リ

ス
ト

ラ
ク

テ

ィ
ン
グ

ア

ワ

ー

ド

リ

ス
ト

ラ

ク

テ

ィ

ン

グ

(〉
芝
鷲

島

図
Φ
ω
需
信
∩
貯

「
-

ぎ
ひq
)

と

は

、

ア

ワ

ー

ド

を

変

更

す

る

こ

と

に

よ

り

生

産

性

を

向

上

さ

せ

よ

う

と
す

る

ア

ワ
ー

ド

改

革

の
動

き

で

あ

る

。

ア

ワ

ー

ド

リ

ス

ト

ラ

ク

テ

ィ

ン
グ

は

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア

労

働

組

合

評

議

会

(
A

C

T

U

)

が

デ

ザ

イ

ン
し

た

も

の

で

あ

る

。

そ

の

基

本

思

想

は

、

一
九

八

八
年

に

出

さ

れ

た

A

C

T

U

の
デ

ィ

ス

カ

ッ

シ

ョ

ン

ペ

ー

バ

ー

(鋤

O
門
餌
津

》
○
↓
d

じU
ご
Φ
O
「
ぎ
什

帖
O
唖

O
ゴ
鋤
コ
αQ
言
αq

>
芝
鋤
a

ω

黛。
=
鳥

〉
σq
噌
Φ
Φ
ヨ
Φ
鵠
捗
)

で

あ

る

と

い
わ

れ

る

。

こ

の

A

C

T

U

青

写

真

は

、

一
九

八

八
年

一
二
月

に

A

C

T

U

幹

部

会

で

、

一
九

八

八
年

二
月

に

臨

時

組

合

大

会

で

承

認

さ

れ

た

。

こ

の

青

写

真

は

、

ア

ワ

ー

ド

リ

ス
ト

ラ

ク

テ

ィ

ン
グ

の
基

本

思

想

に
な

っ
た

。

A
C

T

U

は
、

ア

ワ
ー

ド

リ

ス
ト

ラ

ク
テ

ィ
ン

グ

は

以
下

の
点

で
改
革

を

進

め
る

べ
き

で
あ

る

と
し
た
。

一

ア

ワ
ー

ド
そ

れ

自

体

の
構

造

六 五 四 三 二

 

A

C

T

U

の
青

写
真

に
よ

る

と
、

テ

ィ

ン
グ

の
改
革

と
し

て

以
下

の
点

を
指
摘

し

て

い
る
。

六 五 四 三 ニ ー

職

務
分
類

と
定
義

技
能

職
務
分
類
間

の
関
係

職
務

分
類
に
適
用
さ
れ
る
賃
金

レ
ー
ト

従
業

員

の
教
育

訓
練

そ

の
ア
ワ
ー
ド
リ

ス
ト
ラ
ク

A

C

T
U

は
、

て

の
考

え
方

が
良

い
ア
イ

デ

ア
で
あ

る

と
し

て
、

会

に
説
得

し

よ

う

と
試

み
た
。

者
連

盟

(」≦
卑
巴

日
轟

恥
Φ
ω
謬
α
ロ
ω
#
唄
〉
ωω
o
∩
冨
口
8

0
噛
〉
億
ω
-

需
巴
冨

旧
M

T
I

A
)

の
よ

う

な

幾

つ
か

の
使

用

者

団

体

が

こ
れ

に
賛

成

し
た
。

労

使
関
係

委

員

会

は
、

こ

の
ア

ワ
ー
ド

リ

ス
ト

ラ

ク

テ

ィ

ン
グ

に

つ
い
て
基

本

的

に
賛

成
す

る

こ
と
を

表

明
し

て

い

簡

素

で
近
代

的

な

ア
ワ
ー
ド

構
造

職

務

分
類

に
お
け

る
職

務

の
廃

止

と
新

た

な
追

加

職

務

分
類

数

の
削

減

同

一
の
職

務
分

類

に
お

け

る
職

務
範

囲

の
拡

大

ア

ワ
ー

ド

内

で

の
労

働
者

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス

の
確
立

訓
練

、

職

務
分

類
、

賃

金

と

の
間

の
リ

ン
ク

こ

の
ア

ワ
ー

ド

リ

ス
ト

ラ

ク
テ

ィ
ン
グ

に

つ
い

労

使
関

係
委

員

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
金
属
産

業

使

用
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る
。

M

T

I
A

と
金
属

産
業

労
働

組
合

(竃

卑
9ゆ
一
↓
轟

山
Φ
ω
閏
Φ
阜

Φ
「
讐
δ
コ

o
h

C
旺
o
口
碧

M

T

F
U

)

と

の
間

で
、

ど

の
よ
う

に

ア

ワ
ー
ド

リ

ス
ト

ラ
ク

テ

ィ

ン
グ

を
変

更
す

る

か

に

つ

い
て
合

意

に
達

し
、

一
九

九
〇
年

三
月

よ
り

新

た

な
金
属

産

業

ア
ワ
ー

ド

が

適

用

さ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
。

こ

の
金

属
産

業

ア
ワ

ー
ド

の
第

一
の
特
徴

は
、

職

務
分

類

の
数

(夢

Φ
口
¢
ヨ
σ
Φ
目
o
{
]o
げ

色
m
。。ω
臨

o
帥
口
o
コ
ω
)

を
、

三

四
〇

か
ら

一
四
に
削

減

し

た

こ

と

で

あ

る
。

従

来

の
金

属

産

業

ア

ワ

ー

ド

は
、

職

務
分

類

の
数

が
多

く

、
複

雑

で
あ

る
た

め
、

運

用

面

て
多

く

の
問
題

を

抱

え

て

い
た
。

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア

は
、

、示
年

に
わ
た

る

中

央

賃

金

決
定

制

度

を

有

し

て

い
る

の

で
、

こ

の
制

度

に
よ

り
、

す

べ
て

の
賃

金
率

、

雇

用
条

件

が
密

接

に
関

連

づ

け

ら
れ

て

い
た
。

こ
の

シ

ス
テ

ム

は

大
変

混

乱
、

錯
綜

し

て
お
り
、

、示
年

に

わ
た

り
職

業

・
職

種

間
、

産

業

間

の
賃

金

は
、

し

ば

し
ば
、

悪
循

環

(一Φ
⇔
O
蹄
o
ひq
σq
ぎ
ぴq
)

的

上
昇

を

引
き

起

こ
し

が
ち

で
あ

っ
た
。

あ

る
グ

ル
ー
プ

の
労
働

者

の
賃

金

が
上
昇

す

る

と
、

他

の
グ

ル
ー

プ

の
労
働

者

の
賃

金

に

つ

い
て
も
、

も

っ
と

上
昇
す

る

べ
き

で
あ

る

と

い
う
議

論

が

起
き

る
。

ま
た
、

産

業

は

日

々
変

化
、

発
展

し

て

お
り

、

新

し

い
技

術

や
職
業

に
関
す

る
規
定

が
新

た

に

ア
ワ

ー

ド

に
付

け

加
え
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。

こ
れ
ら

の
従
来

の

ア
ワ
ー

ド

シ

ス
テ

ム

は
、

非

常

に
厄
介

で
不
格

好

な
も

の

に
な

っ
て

い
る

と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

い
く

つ
か

の
ア

ワ
ー

ド

は

大
変

膨

大
な
数

の
職

務

分
類

が
あ

り
、

か

つ
複

雑
な

も

の
と
な

っ
て

い
る
。

こ
れ

ら

の
ア

ワ
ー
ド

シ

ス
テ

ム
を

改
革
す

る
た

め
、

金

属

ア
ワ
ー

ド

は

職

務

分
類

を

統
合

整

理
す

る

こ
と

に
よ
り

職

務
分

類

の
簡

素

化
を

行

っ
た
。

図

表

15

は
、

そ

の

一
四

の
職

務

分
類
、

職

務

分
類

名
、

最

小
限

の
訓
練
資

格
、

C

12

の
職

務

分
類

を

一
〇

〇
%

と
し

た

と

き

の
賃

金

率
を

示

し

て

い
る
。

第

二

の
金

属
産

業

ア
ワ
ー

ド

の
特

徴

は
、

労
働
者

に
対

し

て
技

能

に
関

す

る

キ

ャ
リ

ア
パ

ス

を

確

立

し

た

こ

と

で
あ

る
。

こ

れ

は
、

労
働
者

が
、

ア
ワ
ー

ド

の
規
定

に
も

と
づ
き
、

学

歴
、

職
業

訓

練
、

経

験
年

数
等

に
よ

る
資

格

に
よ
り

、
高

位

の
職

に
昇

格

で

き

る
制
度

で
あ

る
。
特

に
重
要

な

の
は
、
未
熟

練

工
で
あ

っ
て
も
、

職

業

訓

練

に
よ

り
熟

練

工

に
昇

格
す

る

こ
と

が
可
能

に
な

る
点

て

あ

る
。

こ

の
よ

う

な
職

業

訓
練

の
機

関

と
し

て
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

で
は

T
A

F

E

(↓
Φ
o
げ
巳
∩
巴

餌
民

閃
二
「
夢
Φ
『
国
創
ロ
o
餌
江
8

)

が

あ

る
。

こ
の
学

歴
、
職

業

訓
練
、

経
験

年

数

に
よ

る
資

格

は
、

各

職

種

分

類

の
最

低
資

格

と
な

っ
て
お

り
、

ア

ワ
ー
ド

に
所

属
す

る

す

べ
て

の
企

業

で
適

用
さ

れ

る
。

例

え
ば
、

A

社

の
レ

ベ
ル

の
組

立

工
が
、

教
育

訓

練

に
よ

る
資

格

に
よ
り
、

よ
り
高

い
し

ベ
ル

に

達

し

た

と
す

る

と
、

こ

の
組

立

工
は
、

B

社
や
C

社

に
お

い
て
も

高

い
レ

ベ
ル

の
労
働

者

と
し

て
通
用
す

る

シ

ス
テ

ム
を

目
指

し

て

い
る

わ
け

で
あ

る
。

第

三

の
金

属

ア

ワ
ー

ド

の
特

徴
は
、

労
働
者

の

い
わ
ゆ

る
多

能

工
化
を

目
指

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

金

属

ア
ワ
ー

ド

に
代
表

さ

れ

る

ア

ワ
ー
ド

リ

ス
ト

ラ

ク
テ

ィ

ン
グ

プ

ロ
グ

ラ

ム

の
な

か

で
、
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図 表15 貴族産業 ア ワー ドの 分類構 造

職務 ダルー プ

(賃金 グルー プ)
職務分類名 最小限の訓練資格

C10をiao%と

した時の賃 金率

ci

C2(b)

C2(a}

3

4

5

C

C

C

西
D

7
f

(し

C

C8

C9

CIO

CII

C12

Ci3

C14

Professionalengineer

Professionalscientis#

Principaltechnicalofficer

Leadingtechnicalofficer

Principalsupervisor/trainer/coordinator

Engineeringassociate-LevelII

Engineeringassociate-LeveiT

Engirleeringtechnician-LevelV

Advancederg.tradesperson_Leve1II

Engineeringtechnician-LevelN

Engineeringtechnician-LevelIII

Engineeringtradesperson-

specialclassLevelII

Engineeringtechnician-LevelII

Engineeringtradesperson-
specialclassL.evelI

Engineeringtechnician-LevelI

engineeringtradesperson-LevelII

Engineeringtradesperson-LevelT

Productionsystememployee

Engineering/Productionemployee--LevelN

engineering/Productionemployee-LevefIii

Engineering/Praductianemployee-LevelIT

Engineering/Productionemployee-LevelI

Degree

Diploma

5thyrofidiploma

Associatediploma

3rdyrorassoe.dip.

Advancedcertificate

Istyradvancedcent.

Post-tradecertifiicate

66%posttradecert.

33%posttradecent.

Tradecertificateor

Productioneng.cert.III

Productioneng.cert.II

Productioneng.cart.T

In-housetraining

Upto38hourinductiontraining

N/A

160%a

150%

145%

135%

130%

125%

口5%

110%

105%

100%

92.4%

87.4%a

82%

78%

(出 所AustralianIndustrialRelationsCommission,DraftUrder ,MetalIndustryAward1984-Part1,

19March1990,Y.16-17)
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「オ ー ス トラ リア の労使 関係 とアワー ド(裁 定)」

最

も

精

力
的

に
試

み
ら

れ

て

い
る

こ

と

の

一
つ
は
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

に
お

い
て

一
般

的

で
あ

る
単

一
技
能

的

な

労
働

者

の
あ

り
方

に
対

し

て
向

け
ら

れ

た

も

の

で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
工
場

で

は
、

例

え

ば
、
製

造

工
程

の
労

働
者

は
、

保

守

の

仕
事

に
従
事

す

る

こ

と
が

認

め
ら

れ

て

い
な

い
。

こ
れ

は
、

い
わ

ゆ

る
、

境
界

障
壁

(α
①
ヨ
蝉
「
o
蝉
口
o
コ
げ
四
「
ユ
Φ
吋
ω
)

の
問
題

で
あ

る
。

製

造

工
程

の
労
働

者

は

、

保
守

の
た

め

の
ね

じ

回
し

を
使

う

こ

と
が

認

め
ら

れ

て

い
な

い
。

ア

ワ
ー

ド

リ

ス
ト

ラ

ク
テ

ィ

ン
グ

が

目
指

し

て

い

る

こ

と

の

一
っ
は
、

こ

の
境
界

障

壁

を
減

ら
す

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
境
界

障

壁

は
、

生
産

の
疎
.外

要

因

で
あ

り
、

そ

れ

ゆ

え
多
く

の

労
働

者

を

必
要

と
し

て
き

た
。

生

産

性

を
高

め

る

た

め

に
、

こ

の

境

界

障

壁

を

減

ら

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る
。

そ

の
た

め
、

現

場

労
働

者

の
多
能

工
化

が

必
要

と
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

第

四
の
金

属

ア

ワ
ー
ド

の
特

徴

は
、

従
業

員

の
動

務
時

間

に
対

す

る
使

用

者

の
自

由

度

を
高

め
た

こ
と

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

従

業

員

の
同
意

が
あ

れ
ば
、

午

前

六
時

よ

り
午

後

六
時

ま

で

の
間

で

一
〇
時

間

労
働

を

認

め
た
。
さ

ら

に
、
組
合

と

の
合

意

が
あ

れ

ば
、

一
日

一
二
時

間

労

働

を
認

め
た

こ

と
で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

り
、

工

場

内

で

の

シ
フ
ト

勤

務

が
容

易

に
な

り
、

工
場

の
生
産

性

が

向

上

す

る

こ

と
を

目
指

し

て

い
る
。

今

後

の

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の

労

使

関

係

と

生
産

性

の

視

点

か

ら
、

こ

の
ア

ワ
ー
ド

リ

ス
ト

ラ
ク

テ

ィ
ン
グ

の
動

き

を

注
意

深

く

見

つ
め

て

い
く

べ
き

で
あ

ろ
う

。

お
わ

り
に

ー
企
業
別
交
渉

の
方
向

へ
の
労
使
関
係
と

ア
ワ
ー
ド
の
改
革

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
労

使
関
係

や

ア
ワ
ー

ド

に
よ

る
賃

金

決
定

に

つ

い
て
、

肯

定

的

な

評

価

が
あ

る

一
方

、

問

題
点

も
指

摘

さ

れ

へ

　

て

㌧
る

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
独

自

の
労
使
関

係

や

ア
ワ
;

ド

の
利
点

と
し

て
、
第

一
に
、

賃

金

水

準

を
全

国

的

に
平

準

化

さ
せ
、

労
働

者
間

の
平

等

が

か
な

り

の
程

度

達
成

で
き

る

こ

と
で
あ

る
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
は
、
賃

金

の
企

業

間

格
差
、

男

女
間

格
差

が

世
界

で
も

最

も

小
さ

い
国

の
ひ

と

つ
で
あ

る
。

ア
メ
リ

カ
は
、

所
得

格

差

が

か

な
り

存

在
す

る

社
会

で
あ

る

が
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア
は
資

本

主
義

国

で
も

所
得

格
差

が
少

な

く
、

平

等

社
会

と

い
う
傾

向

に
あ

る
。

こ
れ

は
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

は

比
較

的
治

安

が
よ
く

社
会

的

紛
争

が
少

な

い
と

い
う

状

況

と
無
関
係

で

は
あ

る
ま

い
。

第
・二
は
、

企

業

別

交
渉

で
あ

る
オ

ー

バ

ー

ア

ワ
ー

ド

に
よ

る
賃

金

を

抑
制

で

き

れ
ば
、

所

得

政
策
・が

比
較

的
容
易

に

実
施

で
き

る

こ
と
で
あ

る
。

一
九

八
三
年

以
降

の
所
得

政
策

の
成

功
は

こ

の
こ

と
を

示

し

て

い

る
。労

使

関
係

や

ア
ワ

ー
ド

に
よ

る
賃

金

決

定

に

つ

い
て
、

多
く

の

問
題

点

も
指

摘

さ

れ

て

い
る
。

第

一
は
、
賃

金
決

定

が
連

邦

や
州

と

い

っ
た

中

央

レ
ベ

ル
に
よ

り
、

ほ

ぼ
決

定

さ

れ

て
し
ま

う

と

い
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う

制

度

に
な

っ
て

い
る

こ

と
か
ら
、

企

業

間
、

産

業

間

の
生
産

性

格

差

や
支

払

い
能

力

と
無
関

係

に
決
定

さ

れ

て
し

ま
う

と

い
う
賃

金

決
定

の
硬

直
性

で
あ

る
。

中

央

レ

ベ
ル

で

の
賃

金
決

定

や

ア

ワ

ー

ド

は
、

原
則

的

に

は
同

じ

レ
ベ

ル

の
職

種

で
は

地
域

同

一
賃

金

て
あ

る

同

一
労
働

同

一
賃

金

と
な

る
。

オ

ー

バ
ー

ア
ワ
ー

ド

に
よ

る
企

業

の
割
増

給

が
存

在

す

る
が
、

こ
れ
も

ア

ワ
ー
ド

を

基
準

と

賃

金

決

定

で
あ

る

こ
と

に

は
変

わ
ら

な

い
。

こ

の
制

度

は
、

企
業

の
側

か

ら
見

る

と
、

高

業

績

の
企
業

で
あ

っ
て
も

思

い
き

っ
た
高

い
賃

金

を
支

払

う

こ

と
が

困
難

と
な
り
、

よ

り

優
秀

な

人
材

の
確

保

が

で
き

に
く
く

な

る

し
、

低
業

績

の
企

業

は
、

支
払

い
能

力
を

超

え
た
賃

金

を

支

払

わ
ざ

る
を
得

な

く
な

り
、

業

績

が
ま
す

ま
す

悪

化
す

る

可
能

性

が
あ

る
。

ま
た
、

企

業

独

自

の
賃

金
制

度

や
人

事

政
策

を
行

う

こ
と
が

困

難

と
な

る
。

例

え
ば

、

年

功
賃

金

制
度

や

従
業

員

の
業

績

に
よ

る
思

い
切

っ
た
能

力
給

に
よ

る
賃

金
制

度

を

実

施
す

る
事

は

難
し

い
。

一
方
、

従
業

員

の
側

か
ら

見

る

と
、

こ

の
制
度

は
、

一
生
懸
命

働

い
て
成

果

を

上
げ

て
も
賃

金

は
ほ

と

ん
ど

変

わ
ら

な

い
の

で
、

賃

金

が
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

と
は
な

り

に

く

い
。

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

で

は
、

賃
金

が
企
業

や

個

人

の
業

績

を

反
映

し

な

い
硬

直

的
構

造

と
な

っ
て

い
る
。

第

二
は
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
の
大
多

数

の
組

合

は
、
職

種

別

・

職

業

別
組

合
、

産
業

別
組

合

で
あ

る
た

め
、

一
企

業

多
組

合

と

い

う

状

況

に
よ
り

、

労
使

関

係

が
よ
り

複
雑

化
す

る
。

こ
の
状

況

で

は
、

企

業

内

で
多
く

の

ア

ワ
ー
ド

が
適

用

さ

れ
、

労
使

交
渉

も

複

雑

に
な
る
。

も

し

、
企

業

内

の

一
つ
の
労
働

組
合

が
闘

争

的

で

ス

ト

ラ
イ

キ

を
打

つ
と
、

企
業

活

動

の
す

べ
て
が

ス
ト

ッ
プ

し

て
し

ま

う
事

態

も

生

じ

る
。

第

三

は
、

一
企

業

多
組

合

は
、

組

合

間

の
縄
張

り

紛
争

か
ら
、

よ
り

柔
軟

な

人
事

・
労
務

政
策

が
困

難

に
な

る
。
す

な
わ

ち
、

ジ

ョ
ブ

ロ
ー

テ
ー

シ

ョ
ン

(配
置

転

換
)

や
、

多
能

工
化

と

い

っ
た

柔

軟

な
政
策

が
、

組

合

間

の
障

壁

に
よ

り
、

不
可
能

に
な

っ
て
く

る
。

さ
ら

に
問

題

な

の
は
、

急
速

な
技

術
革

新

に
対

し

て
、

組
合

が
抵
抗
す

る
場

合

で
あ

る
。

ロ
ボ

ッ
ト
、

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー
、

N

C

工
作
機

、

フ

ァ
ク
ト

リ

ー

オ
ー
ト

メ
ー

シ

ョ
ン
と

い

っ
た
最

新

の
設

備

.
機
械

の
導

入
が
、

組

合
員

の
職

種

を
奪

っ
た
り

、

新

た

な

技
術

を
習

得

す

る

必
要

か
ら
、

そ

の
導

入

に
組

合

が

反
対
す

る

の
で
あ

る
。

第

四
は
、

ア

ワ
ー
ド

に
よ

る
職

務

区

分

の
硬
直

性

で
あ

る
。

職

務
区

分

が

一
度

決
定

さ
れ

る

と
、

な

か

な
か
変

更

し

に
く

い
。

例

え
ば
、
配
置

転

換
、
企

業

内

訓
練

制
度

の
導

入
、
多
能

工
の
導

入
、

職

務
範

囲

の
拡

大
な

ど

は
、

ア
ワ
ー

ド

に
よ

る
職

務

区

分

の
硬

直

性

か
足

か

せ

と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
た

め
技

術
革

新

や
経

営

の
革

新

な

ど

に
機

動
的

に
対

応

で
き

に
く

い
。

ま

た
、

ア
ワ
ー

ド

に
よ

る
職

務

区
分

は
企

業

の
独
自

性

を
制

限

す

る
。

特

に
、
多

数
雇

用

者

ア

ワ
ー

ド

の
場

合
、

企
業

独

自

の
職

務

区
分

へ
の
変
更

は
困
難

で

あ
る
。

こ
れ

は
企

業

の
イ

ノ

ベ
ー

シ

ョ
ン

へ
の
動
機

を

減
退

さ

951

せ

る
。



「オー ス トラ リア の労 使 関係 とアワー ド(裁 定)」

以
上

の
よ
う

な

労
使
関

係

の
問

題

が
、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア

の
産

業

の
国

際

競
争

力

を
著

し

く
低

下

さ

せ

て

い
る

と

い
う

主
張

も

根

強

い
。

オ
ー

ス
ト

ラ

リ

ア

で
は
、

最
近

、

こ

の
非

効

率

な

労

使
関

係

を

改
革

し
よ

う

と

い
う
動

き

が
あ

る
。

前

述

し

た

労
働

組

合

側

か
ら

の
ア

ワ
ー

ド

リ

ス
ト

ラ

ク
テ

ィ

ン

グ

の
ほ

か

に
、

経
営

者

側

を
中

心
と

し

て
労

使
関

係

改
革

の
動

き

が
あ

る
。

そ

の
な

か

で
有

名

な

の
は
、

一
九

八
三
年

か
ら

の

ニ

ュ

ー

・
ラ
イ
ト

(梓7
Φ
フ
餉Φ
白

菊
一ひq
ゴ
辞)

と
よ

ば

れ
る
グ

ル
ー

プ
、

一

九

八
三
年

に
発
表

さ
れ

た

オ
ー

ス
ト

ラ

リ

ア
経

営

協
議

会

レ
ポ

ー

ト

(け
冨

即
8

。
葺

。
9

Φ
し。
琶

コ
Φ
ω
ω
o
。
琶

。
=

。
暁
ぎ

ω
口
巴
冨

)

で
あ

る
。

こ

の

レ
ポ

ー
ト

に
代
表

さ

れ

る

経
営

側

を
中

心
と

し
た

労

使

改
革

の
考

え
方

は
、

従

来

の
中

央

レ

ベ
ル

の
賃

金

裁
定

制
度

を

改
革

し
、

賃

金

や
労
働

条

件

に
関

し

て
、

企

業

や
職

場

の
し

ベ

ル

で
労
使

が
個

別
交

渉

を

行

な
う
方

向
を

打

ち
出

し

て

い
る
。
す

な

わ

ち
、

企

業

内

労
使

関

係

を

よ

り
志

向

し

た

主

張

を

し

て

い

る
。一

九

九

二
年

一
〇
月
、

オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
ビ

ク
ト

リ

ア
州

て

新

た

に
誕
生

し

た

自
由

・
国

民
連

合

の
ケ

ネ

ッ
ト

政
権

は
、

経

営

側

の
主

張

に
沿

っ
た

労
使

改
革

を

実

行
す

る

と
官
ニ
ニ。
し
、

労
組

が

猛

反

発
し

ゼ
ネ

ス
ト

を
宣

言
す

る
な

ど
、

労
使

関
係

が
大

揺

れ

と

な

っ
た
。

ビ

ク
ト

リ

ア
州

の
保
守

政

権

が
打

ち
出

し
た

労

使

関
係

改
革

は
。
強
制

仲

裁

、
裁

定

を
見

本

と
す

る
現

行

の
労
使
関

係

を

、

労
使

の
個

別
交

渉

に
転

換

し

て

い
こ
う

と
す

る
も

の

で
あ

る
。

連

邦

レ

ベ

ル
で
も
、
一
九

九

六
年

三
月

に
、
労
働
党

政

権

か
ら
、

ホ

ワ
ー
ド

保

守

党

政
権

に
移

行

し
、

政

権

に
復

帰

し
た

自

由

.
国

民

党
保

守

連

合

政
権

は
、
企

業

レ
ベ

ル

の
紛
争

処

理

に
向
け

た

一

連

の

改
革

を

推
進
す

る
た

め

に
新

た
な

立

法
を
検

討

し

て

い
る
。

こ
れ

に
よ

り
、

現

政

権

は
、

労

使
関

係

制
度

実
施

に
あ

た

っ
て
労

働

組
合

、

使

用
者

団

体
、

そ
し

て
労
使

関
係

委

員
会

が
果

た
し

て

き

た

役
割

を

大
幅

に
削

減
す

る

こ
と
を
計

画

し

て

い
る
。

こ
れ

か

ら

の
オ

ー

ス
ト

ラ
リ

ア

の
労

使
関

係

は
、

大
胆

に
改
革

が
進

む

こ

と
も

予

想

さ

れ
、

労

使
関
係

改
革

の
動

き

は
大

い
に
注

目
さ

れ
よ

う
。

(
た

ん

の

い
さ
お
/

経
営

学

部
教

授
)
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